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6.関係者の意見等 

 

6.1 関係地方公共団体からなる検討の場 

(1) 実施状況 

サンルダム検証を進めるにあたり、検討主体と関係地方公共団体におい

て相互の立場を理解しつつ、検討内容の認識を深めることを目的として、

検討の場を設置し、平成 24 年 7 月 31 日までに検討の場を 5回開催した。 

第 1回検討の場において確認された検討の場の規約をP6-15～P6-16に示

す。また、表 6.1.1はそれぞれこれまでの検討の場の開催状況を示す。 

 

(2) 検討主体が示した内容に対する構成員の見解 

平成 22年 12 月 24 日に開催した第 1回検討の場から平成 24年 7月 31 日

に開催された第 5 回検討の場において、検討主体が示した内容に対する構

成員の見解は以下のとおりである。 

 

1) 第 1回 検討の場 

〔北海道〕 田中土木局長 (代理) 

・北海道も厚幌ダムについて検証を進めているところである。サンルダ

ムについても、抜本的な治水対策、水の利用としてダムに対する思い

を皆様から伺ったところ。一方、ダム事業については様々なご意見が

あると理解している。天塩川河口から上流まで、この事業に関わる方々

のご意見を広く伺って、対応方針をできるだけ速やかに決定していだ

だきたい。 

 

〔士別市〕 牧野市長 

・流域市町村が議会でも意見書を可決し、凍結解除を何度も国に対して

要請している。いつまでの終結を目標に検討を進めていくのか、しっ

かり決めて私たちと協議していただきたい。 

・士別市は天塩川の源流域にあたる。岩尾内ダムが昭和 46 年に竣工し、

地域に多大な貢献をもたらしている。（サンルダム建設は）地域の意

志として早期にやっていただきたい。 

 

〔名寄市〕 加藤市長 

・ダム事業が遅延されると言うことで、我々利水参加者はその都度事業

計画の大幅な見直しを余儀なくされている。特に事業の遅延による

様々な費用負担の増大を大きく懸念しているところ。 

・度重なる洪水被害が発生しており、未だにこの地域ではこうした不安

は解消されておらず、サンルダムの目的は少しも薄れていない。 

・風連地区、陸上自衛隊名寄駐屯地の給水統合事業をはじめ水道未普及
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地域解消等のダムに関わる事業を抱えており、この事業の停滞はまち

づくりに大きく影響している。 

 

〔和寒町〕 伊藤町長 

・各首長からサンルダムのこれまでの経緯や今後の推進策について意見

が述べられており、私も同意見。 

・この場でこういう要望が地方から出ているということを、是非、政府

や民主党に伝えていただきたい。国民の声というものをしっかり聞い

てほしい。 

 

〔剣淵町〕 佐々木町長 

・西岡ダムができて地元は本当に安堵している。今年の集中豪雨にも効

果を発揮した。一日も早くサンルダムの完成を望む。 

 

〔下川町〕 安斎町長 

・流域住民の意見を最優先すべき。 

・サンルダムについては、20 回にわたり天塩川流域委員会で十二分に議

論されている。議論とか、検討とか既になされていることの繰り返し

であり、この検討の場の議論を短時間に終結をしていただいて、１日

も早い本体着工を願いたい。 

・河川環境を考えたときにダムの優位性というのは非常に重要ではない

か。３年前か４年前、渇水によって川の魚に影響があった。環境問題

等を考え、水を一定量流してもらう。ダムによる安定的な水の確保を

考えていただきたい。 

・サンルダムについては既に民地買収は全て完了しており、この地に住

んでいた多くの方々がダムに協力し先祖代々の土地を離れ、そのダム

の完成を願っている。 

・天塩川流域治水促進期成会に加盟する全市町村が凍結解除を求める議

会決議をしており、関係する団体も、この着工についてのご理解をい

ただいている。今は何ら障害もない。一日も早く結論を出し、本体着

工していただきたい。 

 

〔美深町〕 山口町長 

・山は天然林等が少なくなってきて保水力が非常にないため、昨年のよ

うなあの程度の雨でも災害が起きる。堤防整備等進めてますが、サン

ルダムが早期に工事開始できるよう検討作業を速やかに進めてほしい。 

 

〔音威子府村〕 千見寺村長 

・サンルダムが計画されてから長い年月が過ぎ、進捗率も 52％と半分以
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上になっており、本体工事の着工を多くの皆さんが望んでいる。ダム

事業と河川改修を両方進行させ、災害とならないよう進めていただき

たい。 

 

〔中川町〕 亀井町長 

・治水対策の本質論としては、流域住民の生命・財産を守るということ

だと考えている。 

・我々地方公共団体では、各地方議会においてサンルダムの早期着工の

意見書が議決されている。いたずらに議論のための議論を重ねるとい

うのは、国家的な損失だと思っており、住民の方に説明しがたい。 

・すでに農地開発され人が住んでいるところにおいて人類の英知をつか

って生命財産を守る治水対策を議論していくことになる。サンルダム

であれば３年で効果が期待されるが、１０年、２０年かかる案を提案

されても議論にならない。 

 

〔天塩町〕 浅田町長 

・できれば１～２回で結論を出して欲しい。 

 

〔豊富町〕 工藤町長 

・サンルダムは水害に苦しみおびえて暮らしてきた住民の悲願であり、

達成のために多くの議論や犠牲を払ってきた背景がある。ダム建設に

向けてスタートし着工までに投資してきた額も少なくない。 
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2) 第 2回 検討の場 

〔北海道〕 片沼政策調整担当課長 (代理) 

・天塩川の治水・利水対策は喫緊の課題と感じた。できるだけ早く進め

て結論を出していただきたい。 

・北海道に対し、今回の検証にあたっていろいろな方から様々な意見を

頂いているところ。対応方針決定にあたっては、そうした方々のご意

見を広く聞いた上で行って頂きたい。 

 

〔士別市〕 牧野市長 

・検証することが遅延すると年間 3 億円の経費がかさむとのことだが、

これは膨大な金額である。急いで検証作業を進めるべき。 

・岩尾内ダムをかさ上げして導水によって名寄川へ持っていくというこ

とだが、どのくらいのコストがかかるのか。また、住民の理解が得ら

れるのか。 

 

〔名寄市〕 加藤市長 

・物理的に不可能なもの、あるいは効果が見込めないだろうというよう

な検討ばかりという感想。風連地区の水道計画は地域住民からの切な

る願いであり、早急に検討して結論を見出していただきたい。 

・この震災で、これまでの国の政策を見直さなければならないのではな

いか。今後、北海道の果たす役割として、水の豊富な大地であるし、

エネルギー拠点、食料供給基地として重要性が更に高まるだろうと思

う。農業政策を含めたエネルギー政策、全てを満たしていくのはダム

しかなく、サンルダムの重要性が全国的に見ても高まっているのでは

ないか。 

・自然災害がいつ起こるともわからない中で先延ばしになっていくと、

コストだけでなく、人命も懸念される。 

 

〔和寒町〕 伊藤町長 

・今回の大震災では、とにかく水と食料を何とかして欲しいという声が

圧倒的に多い。水道水の確保について名寄市、下川町が計画を持って

いるのだから、これを確保していくことが必要ではないか。 

・水の確保による安全・安心が市政あるいは町政にとってプラスになる

と感じており、水道水の確保について住民の不安を長引かせることの

ないよう、早急にサンルダム建設に着手することが必要ではないか。 

 

〔下川町〕 安斎町長 

・全体事業費 528 億円の内、既に 274 億円を実施されており、誰が見て
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も本体工事を速やかに進めるのが、ごく当たり前のこと。工事が遅れ

ることによって年間約 3 億円近くの経費がかかる。用地取得は全て終

わっており、速やかに本体着工するべき。 

・実際に実現できないものが多く含まれている。評価される事は致し方

ないが、長々やるのは時間のロスである。 

・ダム事業は 5 年で完成する予定とのことだが、検討する代替案の実現

性、確実性、対策がとられるまでの期間は重要な要素。 

・遊水地では、地権者との交渉にかかる時間、そういった間に水害にあ

った場合の責任は誰が取るのか。 

・遊水地は、サンルダムの多目的ダムとしての 4 つの目的のうち 3 つを

捨ててしまうことになる。我々が望んでいる 4つの目的、治水、利水、

河川環境、発電を組み合わせた中で、検討していただきたい。 

・平成 19 年、渇水が大変心配された。今年もこのような雪の状況で、渇

水になるのではないか。逆に、ある時は大雨になる。この繰り返しを

心配している。 

・水利権の振替えや調整によって水が増えるわけではない。春先にたく

さんの水が流れているのだから、それをしっかり蓄え下流に流す。そ

ういった中での水利権を検討するべき。 

・ダムによってしっかり水を蓄え、それを流域に流す。その水を最大限

に有効活用して発電もできる。今回の原発事故を見ると、水力発電は

大変重要なものだと思う。 

 

〔美深町〕 山口町長 

・予断を持たずというのは分かるが、代案、対案にいつまでも時間をか

けず、半分以上工事が完了しているので、一刻も早く工事に向かって

いけるような段取りを付けてもらいたい。 

 

〔中川町〕 亀井町長 

・治水というものは流域における人命・財産を守るというのが第一だと

認識している。畑や草地が水に浸かっても構わないという観点での議

論では本来の治水としてのあるべき議論と違ってくる。 

・水害保険等では、水が浸いたところはお金で解決すれば何とかなると

いうような議論では、何のための治水対策かというベースが違う。農

地を復旧するのはとても大変で、水が浸いたら乾かせば何とかなると

いうこととは全然違う。 

・原発事故により水力発電に対する注目、需要が高まってくるのではな

いか。 

・賢い議論をお願いしたい。実現性のない案まで議論しなければならな

いのか。 
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・サンルダムの工期、残事業費は 250 億円、完成は平成 28 年と見えてい

る。250 億円以内、平成 28 年度以内に発言効果がある代替案があれば

議論すべきだが、それ以外はオミット出来るのではないか。 

 

〔天塩町〕 田村副町長(代理) 

・昨年 8 月に豪雨災害があり、4 日間ほど断水した。下水、水道のあり

がたさを改めて感じたところ。 

・漁業者も十分理解をされているので、早めに検証して早めに着工して

いただきたい。 

 

〔豊富町〕 (欠席：意見を記載した文書を代読) 

・自然災害に対しては、想定以上の外力に効果があるか、どのように対

応すべきか十分考え、対応策を考えるべき。 
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3) 第 3回 検討の場 

〔北海道〕 片沼政策調整担当課長(代理) 

・天塩川における治水・利水対策は、それぞれの市町村にとって喫緊の

課題であるということを改めて認識した。一刻も早く結論を出し、治

水・利水対策に取り組んでいただきたい。 

 

〔士別市〕 大崎企画振興室長(代理) 

・色々な対策、代替案を検討している中で、一番現実的なのが今のサン

ルダムの建設でなかろうかと市長も考えている。 

 

〔名寄市〕 加藤市長 

・名寄市では水田の土地改良事業を実施しているが、その計画が進んで

いる農地部分で遊水地案、引堤案が示されている。到底地域の合意形

成が得られるものではない。 

・ダム有効活用＋利水容量の買い上げ案があるが、渇水時期にいくら水

利権のやりとりをしても、全く意味がない。また、費用の面などでも

サンルダムを代替する案にはならないのではないか。 

・名寄市ではダムに係わる水道事業の計画を持っているが、このような

状況の中で現在も事業を凍結している。この遅延にかかる地域の住民

の安心・安全な生活、さらには産業の基盤を、計画が遅れるもしくは

実施できなくなった場合に、どう担保していただけるのか。 

・昨年、名寄市は雨による大きな災害を各地で受けた。日本列島の状況

を見ても、ゲリラ豪雨はやはり続くのかと戦々恐々としており、遅れ

れば遅れるほど命の危険も含めた見えないコストがかかってくるのは

目に見えている。資料を出していただいて、ダムの優位性が浮き彫り

になってきている。日本で一番早く結論が出るような、早急な決断、

検討を強く要望する。 

 

〔剣淵町〕 佐々木町長 

・検証のプロセスを経るために大変な労力を費やしていることについて

高く評価する。しかし、今回提示された対策案はいずれも現実的には

難しいのではないか。プロセスを経ながらもしっかりと対策案を絞っ

て最終的な結論を示すべき。 

 

〔下川町〕 安斎町長 

・抽出案のいずれも事業費がダムを大幅に上回っている。 

・遊水地等は地域産業に大きな影響を与える。農地を大量に犠牲にしな

ければならなく、一回水をかぶってしまうと最低 3～5年は農地として



 6-8

利用できない。 

・河道掘削は大きな環境等への影響があるのではないか。 

・新たな用地補償等が生じれば、相当な時間がかかるのではないか。そ

の場合、流域の者はいつまで水に対する恐れを抱かなくてはならない

のか。もっと絞り込んで議論すべき。 

・評価軸はコストが大前提だと認識をしており、そういった中で説明さ

れたものを評価すると、ダム事業がやはり最優先されるべき。 

・水がある場合に水利権が議論されるべきであって、水があるかないか

分からないのに水利権を検討することはいかがなものか。 

・地下水の利用について、汲み上げてどんどん使用するというのは、環

境問題、災害の多い時代に理にかなっていないのではないか。大都市

付近では工業用水として沢山地下水を汲み上げたことにより、大きな

弊害になっていると聞いている。 

・パブリックコメントでは、関係住民とそれ以外の方とはっきり区分す

るような形で整理していただきたい。 

 

〔音威子府村〕 佐近村長 

・パブリックコメントで意見を求めることも結構だが、現段階において

かなり絞り込まれ比較も十分出来ており、意見をまとめる段階にきて

いるのではないか。 

 

〔中川町〕 川口町長 

・東日本大震災を見ると、自然災害に対してもっと厳しく認識を高めて

いく必要性がある。もっとスピード感を持って住民の安心と安全を確

保していくということが求められている。 

・ダムそして河道の掘削というのが最も合理的で、しかも環境にも配慮

されていると感じた。 

 

〔豊富町〕 工藤町長 

・治水・利水・発電を含め、どれをとっても分離案というのは、非常に

イニシャルコスト、ランニングコストがかかる。一方、ダムであれば

治水・利水・発電等の一元的管理が可能であり、管理を簡潔に効率的

に行うことができる。このことを考えると、分離案は非現実的である。 
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4) 第 4回 検討の場 

〔北海道〕 片沼政策調整担当課長 (代理) 

・近年、災害が全国または全道あちこちで発生している。天塩川流域に

住んでおられる方々の、安全安心を確保するという為にも、検証作業

を一刻も早く終えて頂いて国としての対応方針を決定して頂き、治水

対策に取り組んで頂きたい。 

・関係住民や学識経験者などからの意見聴取、又は、パブリックコメン

ト等を今後も行っていくというふうに認識しておりますが、これらを

通じた中で幅広い方々からのご意見をお聞きし、住民の皆さんが抱え

ておられる不安等をできるだけ払拭して頂きたい。 

・直轄負担金を支払う立場と致しましては、その検証の結論はともかく

といたしまして、事業費について更なるコスト削減に取り組んで頂き

たい。 

 

〔士別市〕 牧野市長 

・昨年の３月１１日、福島第１原発事故の時点から原子力発電に対する

安全神話は崩壊し、新しいエネルギー政策、再生可能なエネルギーと

いうものが重視されている。そう考えれば北海道の持っている水資源

というエネルギーは極めて可能性が髙い。 

・ほくでんエコエナジーがサンルダムの発電計画を持っている。下川町

が環境モデル都市に既に指定されているので、できるならば水力発電

をこの機会にしっかりつくり上げていくということは極めて必要では

ないのか。 

・水資源の活用は極めて重要なので、せっかくダムが完成するとなれば

発電計画も組み入れていくことが、昨年の大震災を経験をして北海道

から提言をすべきでないかと思う。 

 

〔名寄市〕 加藤市長 

・戦後、何回かにわたって、名寄川の氾濫によって大変痛ましい事故も

起きており、地域の治水に対する要望も本当に強いものがあることを

改めて強調しておきたい。 

・平成２４年度から名寄市も中期水道事業をスタートします。名寄市の

２期水道拡張計画もこの中に組み込まれていて、サンルダムを想定し

た事業が入っている中で本当に深刻な影響が出かねない。後ろに延び

れば延びるほど見える負担、見えない住民の負担が増えていくという

ことであり、是非とも早期の凍結解除を望む。 

・世界的に水不足が叫ばれ、水利権を獲得すべく海外資本が日本に参入

してきている現状で、水をどう確保していくのかということは、国の
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戦略として非常に大事な大きなテーマ。ダム事業というのは、これか

ら地域振興、また国の振興を考えたときに大きな重要な事業になって

いく。 

・一刻も早いダム着工が市民も含めて地域あげての願いであり、是非と

も改めて早期着工、凍結解除を申し上げておきたい。 

 

〔和寒町〕 伊藤町長 

・サンルダムの建設再開について、各市町の首長の意見と同様に思って

おりますけれども、自然や環境、あるいは生態系について、最大限の

配慮をして頂きたい。 

・是非、名寄市と下川町、地域住民の皆様を巻き込んで民主党あるいは

政府そして国土交通省に対するアピールをして頂けるよう行動を起こ

されたらどうなのか。私共も、微力ではありますけれども、そういっ

た行動、活動に対して協力をしていきたい。 

 

〔剣淵町〕 佐々木町長 

・コスト面から、やはりダム建設が一番有利というのがはっきり現れて

いると感じた。 

・剣淵は観光に力を入れており、上川北部の観光地を結ぶということが

大切だという意見もある。下川のサンルダムは場所的にもすばらしい

地理的な位置を示し、規模もすばらしいダムになるだろうと想定され、

観光の面でも高く評価できると思う。 

 

〔下川町〕 安斎町長 

・パブリックコメントにはダム案に対する他の対案等もなく、ダムの必

要性とか重要性を皆さんが主張していることだと認識した。パブリッ

クコメントは流域住民の声だと改めてしっかり受け止めていただいて、

事業の推進にお力をいただきたい。 

・説明を聞かさせていただき、本当にダムに代わる新たな施策は考えら

れないことだなと改めて私は認識をした。これら調査、検討をもとに

一日も早く本体着工という方向に決定されるように思う。 

・平成１５年から天塩川流域委員会によって議論は尽くされて、いよい

よ本体着工に諸手を上げて喜んだ時に政権交代となって、大変遺憾に

思うと同時に不信感を募らせているところ。検討の場が開催されて、

再び従前と同じような議論がされている。今日の説明を聞きますと、

後は議論のするところはないのではないか。後は本体着工に向けて走

るだけでないか。住民の方々は、本当に切に望んでいる。 

 



 6-11

〔美深町〕 山口町長 

・検討の場はそろそろ終わりにしてもらって、何とか早急に着工に向け

て開発当局も努力をして欲しい。それに向けてやることがあれば、我々

は動きたい。 

・今日の検証の中で、我が町のところで貯水池の検討等々があり、どん

な書き方になるかと関心を持っておりましたが、地域、更には地権者

等々、同意を得られないという結論が出てたようであり、そのとおり

だと思う。 

・一刻も早く本体工事に向けて動き出せるようになって欲しい、それが

我々地域の願いであります。 

 

〔中川町〕 川口町長 

・３．１１の大震災、又は、紀伊半島を中心とした台風に伴う豪雨災害

等々、中川町の住民におきましても大災害に対する意識、不安という

ものは極めて高まっている。 

・多くの評価軸の説明で、時間的にも経済的にも、最もダムと河道掘削

による方法が有効で合理性があると受け取った。ただ、環境に対する

影響については、更なる検証も必要なのかと考えた。 

・いずれにしても、サンルダムの早期の着工に向けてスピード感のある

判断というものを求めていくべきだと感じた。 

 

〔天塩町〕 (欠席：意見を記載した文書を代読) 

・天塩町の場合、サンルダム建設事業については、漁業者との関係から、

何回か話し合いをして、十分理解をされており、議会等でも議決をし

ていますので、早めに検証して早く着工して頂きたい。 
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5) 第 5回 検討の場 

〔北海道〕 土栄土木局長 (代理) 

・昨年の近畿や東北、また、つい最近では九州などで経験のない大雨が

発生しており、こうした頻繁に前触れもなく発生する大雨に備えた体

制整備や災害に強いまちづくりを進めることが非常に重要な課題であ

る。 

・北海道は開発の歴史が浅いため、河川の整備水準が低く、道民生活や

産業を支えるという役割を担っている治水事業の一層の整備促進が必

要である。 

・サンルダムは洪水調節、名寄市あるいは下川町の上水道、水力発電な

どの利水上の機能を有し、安全安心な地域づくりとともに、道内産業

の発展に寄与する重要な施設と考えている。 

・サンルダムの検証は丁寧に評価され、一定の結論を得たものと認識し

ている。報告書については、持ち帰って検討した上で後日予定されて

いる知事意見聴取の際に改めて意見を述べたい。 

・今後も手続きが残っているが、ダムの具体的な検証作業が始められて

から長期間経過しているので、速やかに残りの手続きを終え、国土交

通省においても早急に対応方針を決定し、災害に強い安全・安心な地

域づくりの実現に向けて前進していただけるよう願っている。それが

地元の方々の長年の思いでもあると思っている。 

 

〔名寄市〕 加藤市長 

・ようやく総合的な評価がまとまり、これまで議論してきたとおり、ダ

ム案がそれぞれの項目でも圧倒的に有利となる結論であり、その通り

だと改めて感じている。 

・名寄市においても、今年６月には渇水により農業用水、生活用水が一

時危機的な状況となった。 

・名寄市はサンルダムに新規利水の計画を持っているが、ダム事業が進

まないため、その計画も進まない状況であり、早期に手続きを進めて

欲しい。 

・一刻も早く結論を出すことが経済的観点、安全的な観点などあらゆる

観点から地域の利益に繋がる。 

 

〔剣淵町〕 佐々木町長 

・これまで洪水調節、新規利水、正常流量について、我々が慎重に審議

してきた結果が、本日の総合評価に表れており、我々の評価どおりと

感じる。 
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〔下川町〕 安斎町長 

・今回示された総合評価（案）は、我々が考えていた結論と同様であり、

サンルダムの進捗を早めて良いと感じた。 

・今回の評価により、サンルダムによる治水、利水の必要性をしっかり

と評価していると確信した。 

 

〔音威子府村〕 佐近村長 

・今回示された総合評価（案）は、妥当と考える。 

・エネルギーの観点から、もっと評価してよいと思う。 

 

〔中川町〕 川口町長 

・検討の場におけるこれまでの議論を踏まえると、今回の総合評価（案）

が適切であることを確信した。 

・これまで５回の検討の場において、天塩川流域首長は、ほぼ一貫して

今回の評価と同様の意見を述べている。 

・流域全 11 市町村議会もサンルダムの早期着工に向けた意見書をそれぞ

れ決議している。 

・このような地域住民の重い想いを背負いながら、それぞれの首長が一

貫した意見を述べており、その意味でも早期着工にむけ大きく進めて

いただきたい。 

 

〔幌延町〕 (欠席：意見を記載した文書を代読) 

・近年日本各地では異常気象により大雨や集中豪雨が発生している。幌

延町としては、ダム建設案が最良と考えるので、このような痛ましい

災害が天塩川流域において起こらないよう、住民の安全確保と生活環

境の向上を図るため、1日も早いサンルダムの本体工事の凍結解除とダ

ムの早期完成をお願いする。 

 

〔豊富町〕 (欠席：意見を記載した文書を代読) 

・サンルダム建設事業は水害から流域住民の安全を守るための悲願であ

るとともに、これまでの事業への投資をはじめ様々な検討結果の検証

により、治水・利水に最も発現効果があると考えられる現計画（案）

のダム建設の着工を進めて頂きたい。 
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表 6.1.1 検討の場の開催状況 

開催日 議事 

第 1回検討の場 

平成 22 年 12 月 24 日 

・規約について 

・今後の検討の進め方について 

・流域の概要について 

第 2回検討の場 

平成 23 年 3 月 23 日 

・ダム事業等の点検について（事業費、工期、堆砂量）

・複数の治水対策案の立案について 

・新規利水の観点からの検討について 

・流水の正常な機能の維持の観点からの検討について 

第 3回検討の場 

平成 23 年 6 月 8 日 

・複数の治水対策案の立案及び概略評価について 

・複数の利水対策案（新規利水及び流水の正常な機能 

の維持）の立案及び概略検討について 

・パブリックコメントの実施について 

第 4回検討の場 

平成 24 年 2 月 14 日 

・ダム事業等の点検について 

・パブリックコメント等で頂いたご意見に対する検討 

主体の考え方について 

・パブリックコメント等を踏まえた治水対策案 及び 

利水対策案の立案及び概略評価について 

・治水対策案及び利水対策案の評価軸ごとの評価につ 

いて 

第 5回検討の場 

平成 24 年 7 月 31 日 

・サンルダム建設事業の目的別の総合評価（案）及び 

サンルダム建設事業の総合評価（案） 

・意見聴取の進め方について 
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サンルダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場規約 

 

（名称）  

第１条 本会は、｢サンルダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場｣

（以下｢検討の場｣という。）と称する｡  

（目的） 

第２条 検討の場は、検討主体によるサンルダム建設事業の検証に係る検討を

進めるに当たり、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細

目」（以下「再評価実施要領細目」という。）に基づき、検討主体と関係地方

公共団体において相互の立場を理解しつつ、検討内容の認識を深めることを

目的とする。  

（検討主体） 

第３条 検討主体とは、国土交通省北海道開発局をいう。検討主体は、再評価

実施要領細目に基づき、サンルダム建設事業の検証に係る検討を行うもので

あり、検討の場の設置・運営、検討資料の作成、情報公開、主要な段階での

パブリックコメントの実施、学識経験を有する者・関係住民・関係地方公共

団体の長・関係利水者からの意見聴取等を行い、対応方針の原案を作成する。  

（検討の場） 

第４条 検討の場は、別紙で構成される。 

２ 検討主体は、検討の場を招集し議題の提案をするとともに、検討主体の

行う検討内容の説明を行う。 

３ 検討の場の構成員は、検討の場において検討主体が示した内容に対する

見解を述べる。 

４ 構成員は、検討の場の開催を検討主体に要請することができる。  

（情報公開） 

第５条 検討の場は、原則として公開する。  

２ 検討の場は傍聴することができる。なお、傍聴者は意見を述べることは

できない。 

３ 検討の場に提出した資料は、会議終了後に公開するものとする。ただし、

稀少野生動植物種の生息場所等を示す資料など、公開することが適切でな

い資料は、検討の場の構成員の過半数の了解を得て非公開とすることがで

きる。 

（事務局） 

第６条 検討の場の事務局は、国土交通省北海道開発局建設部、旭川開発建設

部及び留萌開発建設部に置く。 

２ 事務局は、検討の場の運営に関して必要な事務を処理する。 
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（規約の改正） 

第７条 この規約を改正する必要があると認められるときは、検討の場で協議

する。 

（その他） 

第８条 この規約に定めるもののほか、検討の場の運営に関し必要な事項は、

検討の場で協議する。 

 （附則） この規約は、平成２２年１２月２４日から施行する。 

 

 

(別表)サンルダム「検討の場」の構成 

区 分 職 名 

北海道知事 

士別市長 

名寄市長 

和寒町長 

剣淵町長 

下川町長 

美深町長 

音威子府村長 

中川町長 

天塩町長 

幌延町長 

構成員 

豊富町長 

検討主体 北海道開発局長 

注）代理出席を認めるものとする。 
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6.2 パブリックコメント 

サンルダム建設事業の検証においては、関係地方公共団体からなる検討の

場における検討を踏まえ、検証要領細目に示されている主要な段階である、

複数の治水対策案、利水対策案、流水の正常な機能の維持対策案の立案を行

った段階でパブリックコメントを行い、広く意見の募集を行った。意見募集

の概要及び意見募集結果は以下のとおりである。 

 

1)意見募集対象  ：「第３回検討の場で立案した複数の対策案以外の具体的

対策案のご提案」及び「第３回検討の場で示した複数

の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見」 

2)募集期間      ：平成 23 年 6 月 10 日(金)～平成 23 年 7 月 11 日(月) 

3)意見の提出方法：郵送、ＦＡＸ、電子メール 

4)資料の閲覧方法：北海道開発局「サンルダム建設事業の関係地方公共団

体からなる検討の場」ホームページ掲載 

    閲覧場所：北海道開発局旭川開発建設部 治水課 

旭川開発建設部 名寄河川事務所 

旭川開発建設部 サンルダム建設事業所 

留萌開発建設部 治水課 

留萌開発建設部 幌延河川事業所 

5)意見提出者  ：112(個人 109、組織 3)のご意見を頂いた。 

意見提出者の流域内市町別、年代別、性別の割合を図 

6.2.1に示す。 

6)パブリックコメントに寄せられたご意見： 

パブリックコメントに寄せられたご意見については、これ

らのご意見に対する検討主体の考え方を整理し、サンルダ

ム検証の参考とした。 
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図 6.2.1 意見提出者の属性

流域市町村,
105

流域外市町村,
6

不明, 1

意見数
男性 92
女性 13
不明 7
計 112

性別意見数

意見数
20代以下 5
30代 11
40代 19
50代 38
60代以上 33
不明 6
計 112

年代別意見数

50代

35%

不明

5%

60代以上

29%

40代

17%

30代

10%

20代以下

4%

女性

12%

男性

82%

不明

6%

意見数
流域市町村 105
流域外市町村 6
不明 1
計 112

※流域外市町村　6

　札幌市1　旭川市3　帯広市1

　東川町1
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6.3 意見聴取 

「サンルダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」を作成した段階で、

学識経験を有する者等及び関係住民からの意見聴取を実施した。 

また、これらを踏まえ「サンルダム建設事業の検証に係る検討報告書（原案）

案」を作成し、関係地方公共団体の長及び関係利水者からの意見聴取を実施し

た。 

 

6.3.1 学識経験を有する者からの意見聴取 

サンルダム検証においては、検証要領細目に定められている「学識経験を有

する者の意見」として、表 6.3.1に示す方々から意見聴取を実施した。 

1)意見募集対象  ：「サンルダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」 

2)意見聴取日    ：平成 24 年 8 月 23 日(木) 

※なお、欠席の井上幸人氏、蝦名修氏、岡村俊邦氏、酒向勤氏、清水康行

氏、肥田照美氏は書面にて意見を頂いた。 

3)意見聴取を実施した学識経験を有する者 

表 6.3.1 学識経験を有する者 

氏 名 役職等 

浅田
あ さ だ

 弘隆
ひろたか

 天塩町長 

井上
いのえう

 幸人
さ ち と

 名寄商工会議所 事務局次長 

梅津
う め つ

 和昭
かずあき

 元てしおがわ土地改良区 理事長 

蝦名
え び な

 修
おさむ

 北るもい漁業協同組合 専務理事 

岡村
おかむら

 俊邦
としくに

 北海道工業大学 空間創造学部 教授 

加藤
か と う

 剛士
た け し

 名寄市長 

黒木
く ろ き

 幹男
み き お

 元北海道大学 大学院 工学院 准教授 

酒向
さ こ う

 勤
つとむ

 北海道カナディアンカヌークラブ 代表 

清水
し み ず

 康行
やすゆき

 北海道大学 大学院 工学研究院 教授 

橘
たちばな

 治國
はるくに

 元北海道大学 大学院 工学研究科 助教授 

辻
つじ

 玲子
れ い こ

 元名寄市立大学 保健福祉学部 栄養学科 教授 

出羽
で わ

 寛
ひろし

 旭川大学 名誉教授 

長澤
ながさわ

 徹明
てつあき

 北海道大学 名誉教授 

肥田
ひ だ

 照美
て る み

 けんぶち絵本の里を創ろう会 理事 

前川
まえかわ

 光司
こ う じ

 北海道大学 名誉教授 

（敬称略 五十音順） 

4)学識経験を有する者からのご意見 

 学識経験を有する者から頂いた主なご意見については以下に示す。 
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【浅田弘隆氏（天塩町長）】 

・ ダムから下流にわたる流域の治水・防災対策の充実、河川環境の向上、

既得水利の安定供給、生活環境の向上、クリーンな水力発電など、サン

ルダム建設は、天塩川流域の発展に極めて重要な事業であり「現計画案」

のダム案が最も有利と考える。 

・ 一日も早い安全で安心な日々の生活、安定した利水の拡大による生活向

上、生産向上を強く願っており、流域 11 市町村全ての自治体の議会にお

いて、「サンルダム本体工事凍結解除を求める意見書等」が議決されてい

ることから、天塩川流域住民の総意として受け止めていただきたい。 

 

【井上幸人氏（名寄商工会議所 事務局次長）】 

・ 素案では、「洪水調整」、「新規利水」、「流量の正常な機能の維持」の 3項

目について、コスト・実現性など評価軸で評価検討されているが、天塩

川流域委員会で検討された事項よりも複雑多岐にわたっているものの、

どちらかと言えば非現実的な検討項目もあるように感じる。 

・ 評価結果の通り、最も有利な案は「現計画案」となっており、特にコス

ト面、実現性を重視すれば、他の案では難しいものがあると感じており、

今回の検討結果について、特に新たな疑問も生まれず「現計画案」が適

切であると、改めて認識したところ。 

・ 災害対策だけでなく,水道計画もあるので、早急に結論を出していただき

たい。 

 

【梅津和昭氏（元てしおがわ土地改良区 理事長）】 

・ 検討の場における検討結果は住民、農業者として妥当である。 

・ 天塩川沿川住民が一日も早く安心・安全で暮らすことが出来るよう、一

にも早い本体着工を望む。 

 

【蝦名修氏（北るもい漁業協同組合 専務理事）】 

・ これまで、ダム建設による水産資源への影響と保全対策について議論、

調査等を行い、北海道開発局が中心となって関係機関との調整を行いな

がら、河川の連続性の改善等に取り組んできたことは評価している。引

き続き、関係機関が協調した環境保全対策を要望したい。 

・ サンルダム建設事業の検証に係る検討報告書素案ではダム建設によって

魚類の生息環境に与える影響を最小限とするよう取り組むとしており、

基本的な考え方はこれまでの整理と一致し妥当である。 

・ 今後、バイパス水路の機能や移動連続性への影響などについて専門家に

よる検証とその結果を示し、漁業者が判断できるよう、真摯な対応を求

める。冷蔵庫など廃棄物が流出し下流域で漁船と衝突するといった被害

に対し、開発局をはじめ自治体を巻き込んだ啓発など具体策を検討願い
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たい。 

 

【岡村俊邦氏（北海道工業大学 空間創造学部 教授】 

・ ダムの建設は、河川環境を大きく変化させるので基本的に望ましくない

が、サンルダムは現状の法制度、土地利用等の下でダム以外の方法で河

川管理を進めても、河川環境へのマイナス面を回避できず、また、経済

的にもダム以外の方法で経費が軽減できる方法は無い。このため、サン

ルダムによる河川管理は、当面、やむを得ない。 

・ サンルダム建設の場合には環境への悪影響を最小化する方策を実施すべ

き。ミチゲーションの優先順位を明確にし、代償措置の実施には、サン

ル川流域だけで考えるのではなく、天塩川流域全体を対象とすることに

より、環境への悪影響を最小化できると考える。 

 

【加藤剛士氏（名寄市長）】 

・ サンルダム建設は、天塩川流域の発展に極めて重要な事業である。流域

11 市町村では、全ての自治体の議会において、「サンルダム本体工事凍

結解除を求める意見書等」が議決されており、天塩川流域住民の総意と

して、一日も早いダムの完成のため、本体工事の凍結解除を強く望む。 

・ 名寄市においては、大水害がいつ起こるともわからない状況で、住民の

生命、財産を守るためにも一刻も早く洪水調整が可能なダムを望む。 

・ 一刻も早く洪水調整効果が発揮されるのは「現計画案」と考えており、

新規利水においても、「現計画案」が有利で、全ての目的別の総合評価、

総合的な評価結果において「現計画案」が圧倒的に有利であり、妥当な

評価であると確信している。 

・ 一刻も早いダム本体工事の着工が名寄市民も含めた流域住民の願いであ

る。 

 

【黒木幹男氏（元北海道大学 大学院 工学院 准教授）】 

・ 治水だけでは無しに利水や環境も含めて、ダム案が最適という評価結果

は、流域委員会にかかわった者の一人として、誠に妥当な結論であると

思っており、一日も早いダムの供用開始を願う。 

・ 計画以上の降雨あるいは洪水が起こるということは、致し方ないが、流

域住民が適切に対処するため、あるいは対処できるためにそういう大き

な雨が降ったときに流域内ではどんなことが起こるかということを適時

適切に公開をしていただいて、住民の安全のためにさらなる情報を提供

していただきたい。 

・ 魚属資源の保全については、ダムによるそれなりの影響は出るものと思

うが、ダム上流域以外で遡上障害を解消する、いわゆる「流域対策」を

実施して、ダムによる影響分を上回る程、なお一層のご努力をお願いす
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る。 

・ 水利用促進による流域内の生産性向上については、ダムにより流況が安

定化することが期待されるため、今後の新たな水需要にも柔軟に対応し

ていただくようお願いする。 

・ 小規模水力発電については、ダムによって安定した流況の下では、一層

その有効性が高まるものと期待しているため、実現の方向でご尽力いた

だくようお願いする。 

 

【酒向勤氏（北海道カナディアンカヌークラブ 代表）】 

・ 将来の流域の人々を支える農業には水資源が必要であるし、農地を守る

洪水調節も必要である。 

・ 河道掘削や堤防を高くする案では流域の重要な交通である JR の安全通

行を確保出来ない。 

・ 検証結果は妥当である。 

 

【清水康行氏（北海道大学 大学院 工学研究院 教授）】 

・ 治水対策案の目標である河川の整備計画流量については、気象、水文学、

河川工学的に多角的かつ慎重に検討されているとともに、地域性や、同

規模河川との比較なども十分に行われており、妥当と考えられ、対策案

の検討に当たっての前提条件は妥当と考える。 

・ 技術的にも経済的にも、実現可能性に関してもサンルダムを含む現計画

が最も有利と考えられ、総合評価結果は妥当であると考える。 

・ 環境面では、流域委員会における議論を踏まえ流域全体での魚道の設置

等の取組が着実に進められていると承知しており、このような流域全体

での取り組み及びサンルダムへの魚道設置について、専門家による検討

を踏まえて適切に実施していくことで、流域のサクラマスへの影響はほ

とんど無いように思われる。今後とも、維持管理を含めて取り組みを推

進していただきたいと考える。 

 

【橘治國氏（元北海道大学 大学院 工学研究科 助教授）】 

・ 環境保全や農地に水を供給することで地域を活性化し、住民が安心して

住むことが出来る。 

・ ダムは流量をコントロールできるので、洪水調節や利水補給等が可能と

なるので、豊かな地域を作るのに有利である。 

・ 水を清楚に保つことが出来るよう、ダム上流域に規制を掛けるなど、湖

を大切にする方針を作って欲しい。 

 

【辻玲子氏（元名寄市立大学 保健福祉学部 栄養学科 教授）】 

・ 名寄川、天塩川とも細長く、両側に農地がある。農業が基盤産業である
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のに農地を遊水地とすることには違和感がある。 

・ 地域の基幹産業である農業を始め、流域の産業にとって余力をもって少

し余裕があるくらい、水資源を確保することが必要である。 

・ 飲料水は人の健康、生命に直接関わるので、水質・取水量の安定供給に

不安がある地下水案は心配である。 

・ 治水、利水、環境、その他、時間的に実現性があり、短期間で実行でき

る現計画案を実施して欲しい。 

 

【出羽寛氏（旭川大学 名誉教授）】 

・ ダム案を最も有利な案とする標記の検討報告書（素案）の検討過程と内

容にはまだ検討が不十分で重大な疑問点があるため、現在のサンルダム

建設事業の検証手続きを停止、改めて公正・中立・透明性のある検討委

員会を作り、天塩川の治水対策を自然環境への影響を含めて再検討する

必要がある。 

・ この検討報告書(素案)の個別検討の場は、全てがダム案推進を主張する

流域の 12 市町村長と道で構成されており、検討の過程は、公正・中立・

透明性が保障されていない。 

・ 名寄川の目標流量 1,500m3/s は誉平の目標流量から推定されたもので、

実績値 1,1l5m3/s の 1.3 倍以上も高いものになっており、こうした、曖

昧な根拠に基づく名寄川の目標流量は実績値にあわせて再検討する必要

がある。 

・ 被害額をあり得ない推定で大きく算定し、便益を大きくした結果、便益

比が 1.0 以上になっていると考えられ、こうした信じられない方式が重

要な費用対効果に使用され、同じ推定方式による被害額算定が名寄川の

目標流量設定の根拠になっていると考えられる。 

・ サンルダム案が最も有利になる方式になっているため、コストの比較は

全事業費で行うべきである。さらに、サンルダムによって影響を及ぼす

自然環境、サクラマスやカワシンジュガイの保全対策に今後どの位コス

トが必要なのか、定かではないことから、コスト面についても再検討が

必要である。 

・ 自然環境に最も影響が少なく、目標流量にも対応でき、コスト面でも遜

色のない遊水池案と河川改修(拡幅、築堤など)による治水案が最も有利

である。 

・ 最も大きな疑問は保全策に目標がないことであり、最小限とは何を基準

にしているのか説明が必要である。環境に対しても、やはり具体的に目

標を設定して努力すべき。 

 

【長澤徹明氏（北海道大学 名誉教授）】 

・ ダム、ため池、水利施設は流域生態系の一部をなし、洪水抑制にも効果
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を発揮しており、天塩川流域の将来像を実現するに当たっては、農業の

基盤である農地や各種土地改良施設、これに負担をかけるような、維持

管理などに対して労力を増大させるような治水事業というのは、結果的

に農家のインセンティブに悪い影響、マイナスの影響を与えるのではな

いかと考える。 

・ 天塩川流域では毎年のように流水の正常な機能の維持を下回る流況であ

り、取得した水利権を満度に行使できない苦しい状況が続いており、水

源開発が必要と考える。 

・ 水源開発の方法にはいくつもあるが、地元の農家や土地改良区による施

設の維持管理負担、そういったものの発生を含めたトータルコストを考

慮すべき。 

・ 特に水田農業は、その多面的機能の一つとして、降雨貯留効果があると

されているが、機能を十全に発揮させるためには、畦畔の整備、あるい

は水尻の整備、工夫、用排水施設等も含めた用排水土地改良施設、この

管理を含めた水田システム全体が健全に機能している必要があるという

ことになるが、施設管理は、地元の農家に頼まざるを得ないということ

になり、個人的には、水田を治水に役立てる構想というのは、余り現実

的ではないと考える。 

水田農業が治水面で地域貢献することを期待するのであれば、農業水利

が不調に陥って、結果的に水田農業が衰退するということは、回り回っ

て結果的に治水効果にも影響を及ぼすものであるということを指摘して

おきたい。 

 

【肥田照美氏（けんぶち絵本の里を創ろう会 理事）】 

・ 名寄市の水道計画や治水対策が急務であることを考えれば、天塩川流域

委員会で最終的にまとめられた結果については、今なお間違いではなか

ったと確信している。 

・ ダム建設による環境への影響について、丁寧に調査検討をされ、十分配

慮がなされた計画であったと思っている。 

 

【前川光司氏（北海道大学 名誉教授）】 

・ サンルダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）に対する学識経験

を有する者からの意見を聴く場では、なぜ水生生物保全に関する専門家

が一人だけなのか。 

・ サクラマスが減少傾向にある中、サンル川のサクラマスは、個体数が多

く、放流に頼らず維持されていることから、守らなければならない。 

・ サンルダムによる影響に対し、魚道と移植を考えているようであるが、

上流部への効果は今のところ限定的であると考えられるので、上流部の

資源は大きな被害を被る。 
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・ ダムを作る前に魚道を造って効果を確かめるべきであり、環境に重大な

影響を与えると考えられる場合は手法を変更すべきではないか。 

・ 魚道の建設費用、維持費が明示されていない。 

 

5)学識経験を有する者からのご意見と検討主体の考え方 

 学識経験を有する者から頂いた主なご意見とそれらのご意見に対する検

討主体の考え方を、表 6.3.2～表 6.3.9に示す。 
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表 6.3.2 学識経験を有する者のご意見と検討主体の考え方 (1) 
学識経験を有する者の主なコメント 検討主体の考え方 

天塩町長 

浅田 弘隆氏 

 

・ダムから下流にわたる流域の治水・防災対策の

充実、河川環境の向上、既得水利の安定供給、生

活環境の向上、クリーンな水力発電など、サンル

ダム建設は、天塩川流域の発展に極めて重要な事

業であり「現計画案」のダム案が最も有利と考え

る。 

 

・一日も早い安全で安心な日々の生活、安定した

利水の拡大による生活向上、生産向上を強く願っ

ており、流域 11 市町村全ての自治体の議会におい

て、「サンルダム本体工事凍結解除を求める意見

書等」が議決されていることから、天塩川流域住

民の総意として受け止めていただきたい。 

・今回のサンルダム建設事業の検証は、「今後の治

水対策のあり方に関する有識者会議」がとりまとめ

た「中間とりまとめ」を踏まえて、国土交通大臣か

ら北海道開発局に対して、ダム事業の検証に係る検

討を行うよう、指示されるとともに、検討の手順や

手法を定めた「ダム事業の検証に係る検討に関する

再評価実施要領細目」が通知され、これらに基づき、

予断を持たずに検討を行っています。 

 

・なお、出来るだけ速やかに対応方針（案）をとり

まとめたいと考えています。 

 

 

名寄商工会議所 

事務局次長 

井上 幸人氏 

・素案では、「洪水調整」、「新規利水」、「流量の正

常な機能の維持」の 3 項目について、コスト・実

現性など評価軸で評価検討されているが、天塩川

流域委員会で検討された事項よりも複雑多岐にわ

たっているものの、どちらかと言えば非現実的な

検討項目もあるように感じる。 

 

・評価結果の通り、最も有利な案は「現計画案」

となっており、特にコスト面、実現性を重視すれ

ば、他の案では難しいものがあると感じており、

今回の検討結果について、特に新たな疑問も生ま

れず「現計画案」が適切であると、改めて認識し

たところ。 

 

・災害対策だけでなく,水道計画もあるので、早急

に結論を出していただきたい。 

 

・今回のサンルダム建設事業の検証は、「今後の治

水対策のあり方に関する有識者会議」がとりまとめ

た「中間とりまとめ」を踏まえて、国土交通大臣か

ら北海道開発局に対して、ダム事業の検証に係る検

討を行うよう、指示されるとともに、検討の手順や

手法を定めた「ダム事業の検証に係る検討に関する

再評価実施要領細目」（以下「検証要領細目」とい

う）が通知され、これらに基づき、予断を持たずに

検討を行っています。 

 

・その際、検証要領細目に示されている方策につい

て検討を行い、様々な方策を組み合わせてできる限

り幅広い対策案を立案し、概略評価を行った上で

様々な評価軸で評価を行っています。 

 

・なお、出来るだけ速やかに対応方針（案）をとり

まとめたいと考えています。 

元てしおがわ土

地改良区 理事

長 

梅津 和昭氏 

・検討の場における検討結果は住民、農業者とし

て妥当である。 

 

・天塩川沿川住民が一日も早く安心・安全で暮ら

すことが出来るよう、一にも早い本体着工を望む。

・今回のサンルダム建設事業の検証は、「今後の治

水対策のあり方に関する有識者会議」がとりまとめ

た「中間とりまとめ」を踏まえて、国土交通大臣か

ら北海道開発局に対して、ダム事業の検証に係る検

討を行うよう、指示されるとともに、検討の手順や

手法を定めた「ダム事業の検証に係る検討に関する

再評価実施要領細目」が通知され、これらに基づき、

予断を持たずに検討を行っています。 

 

・なお、出来るだけ速やかに対応方針（案）をとり

まとめたいと考えています。 

北るもい漁業協

同組合 専務理

事 

蝦名 修氏 

・これまで、ダム建設による水産資源への影響と

保全対策について議論、調査等を行い、北海道開

発局が中心となって関係機関との調整を行いなが

ら、河川の連続性の改善等に取り組んできたこと

は評価している。引き続き、関係機関が協調した

環境保全対策を要望したい。 

 

・サンルダム建設事業の検証に係る検討報告書素

案ではダム建設によって魚類の生息環境に与える

影響を最小限とするよう取り組むとしており、基

本的な考え方はこれまでの整理と一致し妥当であ

る。 

 

・今後、バイパス水路の機能や移動連続性への影

響などについて専門家による検証とその結果を示

し、漁業者が判断できるよう、真摯な対応を求め

る。 

 

・冷蔵庫など廃棄物が流出し下流域で漁船と衝突

するといった被害に対し、開発局をはじめ自治体

を巻き込んだ啓発など具体策を検討願いたい。 

・水産資源の保全対策については、引き続き、天塩

川流域全体において、魚類の移動の連続性確保に向

け、専門家の意見を聴くとともに関係機関と連携し

つつ、魚道の整備等の取組を進めて参ります。 

 

・サンルダムにおける魚類の遡上・降下の機能確保

の取組にあたっては、専門家の意見を聴きつつ、詳

細な検討を行うとともに、その効果をモニタリング

調査により把握・検証し、必要に応じて施設の改善

を行うなど、順応的管理に努めていくこことしてい

ます。  

 

・また、各種河川流下物への対策等の取り組みを進

めて参ります。特に、廃棄物の流出対策については、

関係機関とも連携しつつ啓発を行うなど取り組ん

で参ります。 
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表 6.3.3 学識経験を有する者のご意見と検討主体の考え方 (2) 
学識経験を有する者の主なコメント 検討主体の考え方 

北海道工業大学 

空 間 創 造 学 部 

教授 

岡村 俊邦氏 

・ダムの建設は、河川環境を大きく変化させるの

で基本的に望ましくないが、サンルダムは現状の

法制度、土地利用等の下でダム以外の方法で河川

管理を進めても、河川環境へのマイナス面を回避

できず、また、経済的にもダム以外の方法で経費

が軽減できる方法は無い。このため、サンルダム

による河川管理は、当面、やむを得ない。 

 

・サンルダム建設の場合には環境への悪影響を最

小化する方策を実施すべき。ミチゲーションの優

先順位を明確にし、代償措置の実施には、サンル

川流域だけで考えるのではなく、天塩川流域全体

を対象とすることにより、環境への悪影響を最小

化できると考える。 

 

・今回のサンルダム建設事業の検証は、「今後の治

水対策のあり方に関する有識者会議」がとりまとめ

た「中間とりまとめ」を踏まえて、国土交通大臣か

ら北海道開発局に対して、ダム事業の検証に係る検

討を行うよう、指示されるとともに、検討の手順や

手法を定めた「ダム事業の検証に係る検討に関する

再評価実施要領細目」が通知され、これらに基づき、

予断を持たずに検討を行っています。 

 

・現計画案の評価軸「環境への影響」の評価では、

環境へ影響を与える可能性がある際には、「環境保

全措置を講じる」、「影響を最小限とするよう取り

組む」等と記載しています。代償措置を行うにあた

っては、専門家の意見を聴くとともに関係機関と連

携し、天塩川流域全体を対象として取り組んで参り

ます。 

 

名寄市長 

加藤 剛士氏 

・サンルダム建設は、天塩川流域の発展に極めて

重要な事業である。流域 11 市町村では、全ての自

治体の議会において、「サンルダム本体工事凍結

解除を求める意見書等」が議決されており、天塩

川流域住民の総意として、一日も早いダムの完成

のため、本体工事の凍結解除を強く望む。 

 

・名寄市においては、大水害がいつ起こるともわ

からない状況で、住民の生命、財産を守るために

も一刻も早く洪水調整が可能なダムを望む。 

 

・一刻も早く洪水調整効果が発揮されるのは「現

計画案」と考えており、新規利水においても、「現

計画案」が有利で、全ての目的別の総合評価、総

合的な評価結果において「現計画案」が圧倒的に

有利であり、妥当な評価であると確信している。

 

・一刻も早いダム本体工事の着工が名寄市民も含

めた流域住民の願いである。 

 

・今回のサンルダム建設事業の検証は、「今後の治

水対策のあり方に関する有識者会議」がとりまとめ

た「中間とりまとめ」を踏まえて、国土交通大臣か

ら北海道開発局に対して、ダム事業の検証に係る検

討を行うよう、指示されるとともに、検討の手順や

手法を定めた「ダム事業の検証に係る検討に関する

再評価実施要領細目」（以下「検証要領細目」とい

う）が通知され、これらに基づき、予断を持たずに

検討を行っています。 

 

・その際、検証要領細目に示されている方策につい

て検討を行い、様々な方策を組み合わせてできる限

り幅広い対策案を立案し、概略評価を行った上で

様々な評価軸で評価を行っています。 

 

・なお、出来るだけ速やかに対応方針（案）をとり

まとめたいと考えています。 
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表 6.3.4 学識経験を有する者のご意見と検討主体の考え方 (3) 
学識経験を有する者の主なコメント 検討主体の考え方 

元 北 海 道 大 学 

大学院 工学院 

准教授 

黒木 幹男氏 

・治水だけでは無しに利水や環境も含めて、ダム

案が最適という評価結果は、流域委員会にかかわ

った者の一人として、誠に妥当な結論であると思

っており、一日も早いダムの供用開始を願う。 

 

・計画以上の降雨あるいは洪水が起こるというこ

とは、致し方ないが、流域住民が適切に対処する

ため、あるいは対処できるためにそういう大きな

雨が降ったときに流域内ではどんなことが起こる

かということを適時適切に公開をしていただい

て、住民の安全のためにさらなる情報を提供して

いただきたい。 

 

・魚属資源の保全については、ダムによるそれな

りの影響は出るものと思うが、ダム上流域以外で

遡上障害を解消する、いわゆる「流域対策」を実

施して、ダムによる影響分を上回る程、なお一層

のご努力をお願いする。 

 

・水利用促進による流域内の生産性向上について

は、ダムにより流況が安定化することが期待され

るため、今後の新たな水需要にも柔軟に対応して

いただくようお願いする。 

 

・小規模水力発電については、ダムによって安定

した流況の下では、一層その有効性が高まるもの

と期待しているため、実現の方向でご尽力いただ

くようお願いする。 

 

・今回のサンルダム建設事業の検証は、「今後の治

水対策のあり方に関する有識者会議」がとりまとめ

た「中間とりまとめ」を踏まえて、国土交通大臣か

ら北海道開発局に対して、ダム事業の検証に係る検

討を行うよう、指示されるとともに、検討の手順や

手法を定めた「ダム事業の検証に係る検討に関する

再評価実施要領細目」が通知され、これらに基づき、

予断を持たずに検討を行っています。 

 

・なお、出来るだけ速やかに対応方針（案）をとり

まとめたいと考えています。 

 

・北海道開発局では、出水時おける市町村長への緊

急連絡体制として、河川管理者から自治体首長への

ホットラインを活用することで、より迅速な避難行

動の支援や河川の水位情報を提供することにして

おりますが、今後も引き続き、情報提供等に努めて

参りたいと考えています。 

 

・サンルダムにおける魚類の遡上・降下の機能確保

の取組にあたっては、専門家の意見を聴きつつ、詳

細な検討を行うとともに、その効果をモニタリング

調査により把握・検証し、必要に応じて施設の改善

を行うなど、順応的管理に努めていくこことしてい

ます。 

 

・サンルダムでは流水の正常な機能を維持するため

の運用を図ります。これにより、既得の農業用水の

安定供給が可能となります。 

 

・小規模水力発電については、事業者からの申請が

あれば、適切に対応して参ります。 

 

北海道カナディ

アンカヌークラ

ブ 代表 

酒向 勤氏 

・将来の流域の人々を支える農業には水資源が必

要であるし、農地を守る洪水調節も必要である。

 

・河道掘削や堤防を高くする案では流域の重要な

交通である JR の安全通行を確保出来ない。 

 

・検証結果は妥当である。 

 

・今回のサンルダム建設事業の検証は、「今後の治

水対策のあり方に関する有識者会議」がとりまとめ

た「中間とりまとめ」を踏まえて、国土交通大臣か

ら北海道開発局に対して、ダム事業の検証に係る検

討を行うよう、指示されるとともに、検討の手順や

手法を定めた「ダム事業の検証に係る検討に関する

再評価実施要領細目」が通知され、これらに基づき、

予断を持たずに検討を行っています。 

 

・なお、出来るだけ速やかに対応方針（案）をとり

まとめたいと考えています。 
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表 6.3.5 学識経験を有する者のご意見と検討主体の考え方 (4) 
学識経験を有する者の主なコメント 検討主体の考え方 

北海道大学 大

学院 工学研究

院 教授 

清水 康行氏 

・治水対策案の目標である河川の整備計画流量に

ついては、気象、水文学、河川工学的に多角的か

つ慎重に検討されているとともに、地域性や、同

規模河川との比較なども十分に行われており、妥

当と考えられ、対策案の検討に当たっての前提条

件は妥当と考える。 

 

・技術的にも経済的にも、実現可能性に関しても

サンルダムを含む現計画が最も有利と考えられ、

総合評価結果は妥当であると考える。 

 

・環境面では、流域委員会における議論を踏まえ

流域全体での魚道の設置等の取組が着実に進めら

れていると承知しており、このような流域全体で

の取り組み及びサンルダムへの魚道設置につい

て、専門家による検討を踏まえて適切に実施して

いくことで、流域のサクラマスへの影響はほとん

ど無いように思われる。今後とも、維持管理を含

めて取り組みを推進していただきたいと考える。

 

・今回のサンルダム建設事業の検証は、「今後の治

水対策のあり方に関する有識者会議」がとりまとめ

た「中間とりまとめ」を踏まえて、国土交通大臣か

ら北海道開発局に対して、ダム事業の検証に係る検

討を行うよう、指示されるとともに、検討の手順や

手法を定めた「ダム事業の検証に係る検討に関する

再評価実施要領細目」（以下「検証要領細目」とい

う）が通知され、これらに基づき、予断を持たずに

検討を行っています。 

 

・洪水調節の観点からの検討においては、検証要領

細目に基づき、河川整備計画と同程度の目標を達成

することを基本として、検証要領細目に示されてい

る 26 方策について検討を行い、様々な方策を組み

合わせて出来る限り幅広い治水対策案を立案し、概

略評価を行った上で「サンルダムを含む治水対策

案」と合わせて様々な評価軸で評価を行っていま

す。 

 

・魚類の移動の連続性確保については、引き続き、

天塩川流域全体において、専門家の意見を聞くとと

もに関係機関と連携しつつ、魚道の整備等の取組を

進めて参ります。 

 

・また、魚類等の生息環境保全のため、調査の実施

等の取り組みを進めて参ります。 

 

元 北 海 道 大 学 

大学院 工学研

究科 助教授 

橘 治國氏 

・環境保全や農地に水を供給することで地域を活

性化し、住民が安心して住むことが出来る。 

 

・ダムは流量をコントロールできるので、洪水調

節や利水補給等が可能となるので、豊かな地域を

作るのに有利である。 

 

・水を清楚に保つことが出来るよう、ダム上流域

に規制を掛けるなど、湖を大切にする方針を作っ

て欲しい。 

 

・今回のサンルダム建設事業の検証は、「今後の治

水対策のあり方に関する有識者会議」がとりまとめ

た「中間とりまとめ」を踏まえて、国土交通大臣か

ら北海道開発局に対して、ダム事業の検証に係る検

討を行うよう、指示されるとともに、検討の手順や

手法を定めた「ダム事業の検証に係る検討に関する

再評価実施要領細目」が通知され、これらに基づき、

予断を持たずに検討を行っています。 

 

・天塩川水系の水質の保全については、引き続き関

係機関と連携して取り組んで参ります。 
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表 6.3.6 学識経験を有する者のご意見と検討主体の考え方 (5) 
学識経験を有する者の主なコメント 検討主体の考え方 

元名寄市立大学 

保 健 福 祉 学 部 

栄養学科 教授 

辻 玲子氏 

・名寄川、天塩川とも細長く、両側に農地がある。

農業が基盤産業であるのに農地を遊水地とするこ

とには違和感がある。 

 

・地域の基幹産業である農業を始め、流域の産業

にとって余力をもって少し余裕があるくらい、水

資源を確保することが必要である。 

 

・飲料水は人の健康、生命に直接関わるので、水

質・取水量の安定供給に不安がある地下水案は心

配である。 

 

・治水、利水、環境、その他、時間的に実現性が

あり、短期間で実行できる現計画案を実施して欲

しい。 

 

・今回のサンルダム建設事業の検証は、「今後の治

水対策のあり方に関する有識者会議」がとりまとめ

た「中間とりまとめ」を踏まえて、国土交通大臣か

ら北海道開発局に対して、ダム事業の検証に係る検

討を行うよう、指示されるとともに、検討の手順や

手法を定めた「ダム事業の検証に係る検討に関する

再評価実施要領細目」が通知され、これらに基づき、

予断を持たずに検討を行っています。 

 

・洪水調節の観点からの検討においては、遊水地案

の「地域社会への影響」について、「遊水地の新設

にあたり、約 60ha の用地を買収することは、農業

収益減少など事業地・周辺の地域経済を支える農業

活動に影響を及ぼすと予想される」と評価していま

す。 

 

・新規利水の地下水取水案の水質・取水量について

は、「目標」、「実現性」の評価軸において、それぞ

れ「取水地点により得られる水質が異なる」、「他に

影響を与えない揚水量とする必要があるため、現地

における十分な調査が必要である」と評価していま

す。 

 

・時間的な観点からの実現性について、現計画案は

10 年後に効果を発揮していると評価しております。
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表 6.3.7 学識経験を有する者のご意見と検討主体の考え方 (6) 
学識経験を有する者の主なコメント 検討主体の考え方 

旭川大学 名誉

教授 

出羽 寛氏 

・ダム案を最も有利な案とする標記の検討報告書

（素案）の検討過程と内容にはまだ検討が不十分

で重大な疑問点があるため、現在のサンルダム建

設事業の検証手続きを停止、改めて公正・中立・

透明性のある検討委員会を作り、天塩川の治水対

策を自然環境への影響を含めて再検討する必要が

ある。 

 

・この検討報告書(素案)の個別検討の場は、全て

がダム案推進を主張する流域の 12 市町村長と道

で構成されており、検討の過程は、公正・中立・

透明性が保障されていない。 

 

・名寄川の目標流量 1,500m3/s は誉平の目標流量

から推定されたもので、実績値 1,1l5m3/s の 1.3

倍以上も高いものになっており、こうした、曖昧

な根拠に基づく名寄川の目標流量は実績値にあわ

せて再検討する必要がある。 

 

・被害額をあり得ない推定で大きく算定し、便益

を大きくした結果、便益比が 1.0 以上になってい

ると考えられ、こうした信じられない方式が重要

な費用対効果に使用され、同じ推定方式による被

害額算定が名寄川の目標流量設定の根拠になって

いると考えられる。 

 

・サンルダム案が最も有利になる方式になってい

るため、コストの比較は全事業費で行うべきであ

る。さらに、サンルダムによって影響を及ぼす自

然環境、サクラマスやカワシンジュガイの保全対

策に今後どの位コストが必要なのか、定かではな

いことから、コスト面についても再検討が必要で

ある。 

 

・自然環境に最も影響が少なく、目標流量にも対

応でき、コスト面でも遜色のない遊水池案と河川

改修(拡幅、築堤など)による治水案が最も有利で

ある。 

 

・最も大きな疑問は保全策に目標がないことであ

り、最小限とは何を基準にしているのか説明が必

要である。環境に対しても、やはり具体的に目標

を設定して努力すべき。 

 

・今回のサンルダム建設事業の検証は、「今後の治

水対策のあり方に関する有識者会議」がとりまとめ

た「中間とりまとめ」を踏まえて、国土交通大臣か

ら北海道開発局に対して、ダム事業の検証に係る検

討を行うよう、指示されるとともに、検討の手順や

手法を定めた「ダム事業の検証に係る検討に関する

再評価実施要領細目」（以下「検証要領細目」とい

う）が通知され、これらに基づき、予断を持たずに

検討を行っています。 

 

・サンルダム建設事業の検証に係る検討にあたって

は、検証要領細目に基づき、北海道と天塩川流域の

全 11 市町村を構成員とする「関係地方公共団体か

らなる検討の場」を設置し、相互の立場を理解しつ

つ、検討内容の認識を深め検討を進めてきておりま

す。 

 

・天塩川水系河川整備計画における目標流量は、過

去の主要洪水や当該地域の開発状況等を総合的に

考慮して決定しています。 

天塩川本川の誉平基準点については、戦後最大規模

の昭和56年 8月降雨により発生する4,400m3/sを目

標流量としています。また、名寄川の真勲別基準点

については、過去の主要洪水における降雨パターン

を用いて誉平基準点での流量が 4,400m3/s となるよ

うな洪水を設定し、そのうち被害額が最大となる降

雨パターン（昭和 48 年 8月型）から、1,500m3/s を

目標流量としています。 

これらは、実際に発生した流量や降雨パターンを用

いて検討し、河川整備計画の策定過程を通じて決定

したものです（詳細は、北海道開発局旭川開発建設

部のホームページより、河川整備計画の策定にあた

り開催した第 14 回天塩川流域委員会の資料に掲載

しています）。 

 

・費用対効果の検討について、洪水調節については

「治水経済調査マニュアル（案）（平成 17 年 4 月

国土交通省河川局）」に基づき、最新データを用い

て検討を行っています。 

 

・コストについては、検証要領細目に基づき、「完

成までに要する費用」、「維持管理に要する費用」、

「その他費用（ダム中止に伴って発生する費用等）」

について評価を実施しています。なお、サンルダム

建設に伴う環境保全対策に要する費用については、

サンルダム建設事業の「完成までに要する費用」と

「維持管理に要する費用」に含まれています。 

 

・洪水調節の観点からの検討においては、検証要領

細目に示されている 26 方策について検討を行い、

遊水地案も立案した上で様々な評価軸で評価を行

っています。 

 

・サンルダム建設に伴い予測される生物の多様性の

確保等への影響について、現計画案では、サンルダ

ムの湛水区域に含まれる動植物の生息・生育環境が

消失するが、湛水区域周辺に分布している同様の生

息・生育環境は現状どおり保全されること、また魚

道の設置によりサンルダム地点におけるサクラマ

ス等の魚類の遡上・降下の機能を確保する等によ

り、魚類の生息環境への影響を最小限とするよう取

り組むことから、総合的な評価において魚類の生息

環境への影響を最小化すると評価したものです。ま

た、専門家の意見を聴くとともに関係機関と連携
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し、魚道の整備等の取り組みを進め、天塩川流域全

体として現状よりも確実に改善するよう取り組む

こととしています。 

 

 

表 6.3.8 学識経験を有する者のご意見と検討主体の考え方 (7) 
学識経験を有する者の主なコメント 検討主体の考え方 

北海道大学 名

誉教授 

長澤 徹明氏 

・ダム、ため池、水利施設は流域生態系の一部を

なし、洪水抑制にも効果を発揮しており、天塩川

流域の将来像を実現するに当たっては、農業の基

盤である農地や各種土地改良施設、これに負担を

かけるような、維持管理などに対して労力を増大

させるような治水事業というのは、結果的に農家

のインセンティブに悪い影響、マイナスの影響を

与えるのではないかと考える。 

 

・天塩川流域では毎年のように流水の正常な機能

の維持を下回る流況であり、取得した水利権を満

度に行使できない苦しい状況が続いており、水源

開発が必要と考える。 

 

・水源開発の方法にはいくつもあるが、地元の農

家や土地改良区による施設の維持管理負担、そう

いったものの発生を含めたトータルコストを考慮

すべき。 

 

・特に水田農業は、その多面的機能の一つとして、

降雨貯留効果があるとされているが、機能を十全

に発揮させるためには、畦畔の整備、あるいは水

尻の整備、工夫、用排水施設等も含めた用排水土

地改良施設、この管理を含めた水田システム全体

が健全に機能している必要があるということにな

るが、施設管理は、地元の農家に頼まざるを得な

いということになり、個人的には、水田を治水に

役立てる構想というのは、余り現実的ではないと

考える。 

水田農業が治水面で地域貢献することを期待する

のであれば、農業水利が不調に陥って、結果的に

水田農業が衰退するということは、回り回って結

果的に治水効果にも影響を及ぼすものであるとい

うことを指摘しておきたい。 

 

・今回のサンルダム建設事業の検証では、「ダム検

証に係る検討に関する再評価実施要領細目」（以下

「検証要領細目」という）に示されている 26 方策

について検討を行い、様々な方策を組み合わせて出

来る限り広い治水対策案を立案し概略評価を行っ

た上で、「サンルダムを含む治水対策案」と合わせ

て様々な評価軸で評価を行っています。 

 

・流水の正常な機能の維持の観点からの検討におい

ては、検証要領細目に基づき、河川整備計画と同程

度の目標を達成することを基本としています。 

 

・流水の正常な機能の維持の総合評価においてコス

トは、「完成までに要する費用が最も小さい案は

「現計画案」である」、「維持管理に要する費用が最

も小さい案は「現計画案」である」と評価していま

す。 

 

・畦畔のかさ上げ等による水田の機能向上を含む治

水対策案については、概略評価においてコスト、実

現性の観点から棄却しています。また、現況の水田

等の保全については、全ての案に組み合わせていま

す。 

けんぶち絵本の

里 を 創 ろ う 会 

理事 

肥田 照美氏 

・名寄市の水道計画や治水対策が急務であること

を考えれば、天塩川流域委員会で最終的にまとめ

られた結果については、今なお間違いではなかっ

たと確信している。 

 

・ダム建設による環境への影響について、丁寧に

調査検討をされ、十分配慮がなされた計画であっ

たと思っている。 

 

・今回のサンルダム建設事業の検証は、「今後の治

水対策のあり方に関する有識者会議」がとりまとめ

た「中間とりまとめ」を踏まえて、国土交通大臣か

ら北海道開発局に対して、ダム事業の検証に係る検

討を行うよう、指示されるとともに、検討の手順や

手法を定めた「ダム事業の検証に係る検討に関する

再評価実施要領細目」（以下「検証要領細目」とい

う）が通知され、これらに基づき、予断を持たずに

検討を行っています。 

 

・検証要領細目において、「立案した治水対策案を

河川や流域の特性に応じ、以下の１）～7）で示す

ような評価軸で評価する。（中略）7）環境への影響

（以下略）」と規定されています。サンルダム建設

事業の検証においてもそれぞれの評価軸で評価を

行っています。 
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表 6.3.9 学識経験を有する者のご意見と検討主体の考え方 (8) 
学識経験を有する者の主なコメント 検討主体の考え方 

北海道大学 名

誉教授 

前川 光司氏 

・サンルダム建設事業の検証に係る検討報告書（素

案）に対する学識経験を有する者からの意見を聴

く場では、なぜ水生生物保全に関する専門家が一

人だけなのか。 

 

・サクラマスが減少傾向にある中、サンル川のサ

クラマスは、個体数が多く、放流に頼らず維持さ

れていることから、守らなければならない。 

 

・サンルダムによる影響に対し、魚道と移植を考

えているようであるが、上流部への効果は今のと

ころ限定的であると考えられるので、上流部の資

源は大きな被害を被る。 

 

・ダムを作る前に魚道を造って効果を確かめるべ

きであり、環境に重大な影響を与えると考えられ

る場合は手法を変更すべきではないか。 

 

・魚道の建設費用、維持費が明示されていない。

 

 

・今回のサンルダム建設事業の検証は、「今後の治

水対策のあり方に関する有識者会議」がとりまとめ

た「中間とりまとめ」を踏まえて、国土交通大臣か

ら北海道開発局に対して、ダム事業の検証に係る検

討を行うよう、指示されるとともに、検討の手順や

手法を定めた「ダム事業の検証に係る検討に関する

再評価実施要領細目」（以下「検証要領細目」とい

う）が通知され、これらに基づき、予断を持たずに

検討を行っています。 

 

・学識経験を有する者からの意見については、検証

要領細目に基づき、河川法第 16 条の 2等に準じて、

天塩川水系河川整備計画の策定の際に意見を聴い

た流域委員会の委員から意見を聴いています。この

流域委員会の委員は、水理、水文、河道計画、水質、

生物、水利、漁業、経済、文化など様々な分野の学

識経験を有する者から構成されています。 

 

・サンル川を含む天塩川水系においてサクラマスが

遡上し、産卵床が広い範囲で確認されているため、

サンルダムにおいては、魚道の設置によりサンルダ

ム地点におけるサクラマス等の遡上・降下の機能を

確保することにより、魚類の生息環境への影響を最

小限とするよう取り組むこととしています。また、

専門家の意見を聴くとともに関係機関と連携し、魚

道の整備等の取り組みを進め、天塩川流域全体とし

て現状よりも確実に改善するよう取り組んでいま

す。 

 

・サンルダムにおける魚類の遡上・降下の機能確保

の取組にあたっては、専門家の意見を聴きつつ、詳

細な検討を行うとともに、その効果をモニタリング

調査により把握・検証し、必要に応じて施設の改善

を行うなど、順応的管理に努めていくこことしてい

ます。 

 

・サンルダムの魚道整備については、必要に応じて

改良を図ることから、サンルダム建設事業の完了ま

での間に整備を図る計画です。 

 

・各目的別の総合評価においては上記の取り組みを

踏まえ、目標、実現性、環境への影響などの評価軸

毎の評価を総合的に判断し、最も有利な案が「現計

画案」であると評価しています。 

 

・魚道の整備に要する費用は、約 8 億円であり、サ

ンルダム建設事業の「完成までに要する費用」に含

まれています。また魚道の維持に要する費用は、他

の施設と一体として維持管理していくことから、魚

道の部分だけを切り分けてお示しするのは困難で

すが、サンルダムの「維持管理に要する費用」に含

まれています。 
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6.3.2 関係住民からの意見聴取 

(1) 関係住民の意見を聞く場 

サンルダム検証においては、検証要領細目に定められている「関係住民か

らの意見聴取」を下記により実施した。 

 

1)意見募集対象  ：「サンルダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」 

2)意見聴取対象者：天塩川流域の市町村に在住の方 

3)意見聴取日  ：平成 24 年 8 月 23 日(木) 

4)意見聴取会場 ：名寄市 上川北部地域人材開発センター 

5)意見発表者  ：6 名からの意見 

意見発表者の地域別、世代別、性別を以下に示す。 

 

地域 人数  世代 人数  性別 人数 

下川町 6 人  50 歳代 5 人  女性 0 人 

合計 6 人  60 歳以上 1 人  男性 6 人 

   合計 6 人  合計 6 人 

       

地域別 意見数  世代別 意見数  性別 意見数 

 

6)意見発表者のご意見 

 関係住民から頂いたご意見の要旨とそれらのご意見に対する検討主体の

考え方を表 6.3.10～表 6.3.11に示す。 
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な
る

か
）
」
に

お
い

て
、

評
価

を
行

っ
て

い
ま

す
。

４
．

２
洪

水
調

節
、

４
．

３
新

規
利

水
、

４
．

４
流

水
の

正
常

な
機

能
の

維
持

の
観

点
か

ら
の

検
討

4
-
2
-
0
2

【
地

域
振

興
に

対
す

る
効

果
に

つ
い

て
】

・
ダ

ム
湖

は
地

域
振

興
や

資
源

と
な

り
得

る
こ

と
な

ど
か

ら
、

ま
ち

の
活

性
化

に
つ

な
が

る
と

考
え

て
い

る
。

・
地

域
振

興
へ

の
効

果
に

つ
い

て
は

、
評

価
軸

「
地

域
社

会
へ

の
影

響
（
地

域
振

興
に

対
し

て
ど

の
様

な
効

果
が

あ
る

か
）
」
に

お
い

て
、

評
価

を
行

っ
て

い
ま

す
。

４
．

２
洪

水
調

節
、

４
．

３
新

規
利

水
、

４
．

４
流

水
の

正
常

な
機

能
の

維
持

の
観

点
か

ら
の

検
討

4
-
2
-
0
3

【
サ

ン
ル

ダ
ム

の
環

境
へ

の
影

響
に

つ
い

て
】

・
ダ

ム
は

環
境

を
破

壊
す

る
と

い
わ

れ
る

が
、

鳥
類

等
に

と
っ

て
も

貴
重

な
生

息
場

所
に

な
る

。
ま

た
、

自
然

と
人

間
の

生
活

の
融

和
こ

そ
が

ダ
ム

の
神

髄
で

あ
る

。

・
地

球
環

境
の

側
面

か
ら

も
、

ク
リ

ー
ン

エ
ネ

ル
ギ

ー
に

よ
る

水
力

発
電

を
行

う
ダ

ム
は

も
っ

と
積

極
的

に
評

価
す

べ
き

で
あ

る
。

・
サ

ン
ル

ダ
ム

の
環

境
へ

の
影

響
に

つ
い

て
は

、
評

価
軸

「
環

境
へ

の
影

響
（
生

物
の

多
様

性
の

確
保

及
び

流
域

の
自

然
環

境
全

体
に

ど
の

様
な

影
響

が
あ

る
か

）
、

（
C

O
2
排

出
負

荷
は

ど
う

変
わ

る
か

）
等

」
に

お

い
て

、
評

価
を

行
っ

て
い

ま
す

。

４
．

２
洪

水
調

節
、

４
．

３
新

規
利

水
、

４
．

４
流

水
の

正
常

な
機

能
の

維
持

の
観

点
か

ら
の

検
討

4
-
2
-
0
4

【
サ

ン
ル

ダ
ム

の
目

的
に

関
す

る
ご

意
見

に
つ

い
て

】

・
ダ

ム
は

下
流

の
河

川
の

崩
壊

や
農

地
の

浸
水

を
防

い
で

い
る

。

・
ク

リ
ー

ン
エ

ネ
ル

ギ
ー

や
農

業
施

策
の

観
点

を
含

む
ダ

ム
の

必
要

性
に

つ
い

て
は

、
何

年
も

か
け

て
検

討
・
議

論
し

て
き

て
お

り
、

結
論

は
出

た
と

思
っ

て
い

る
。

・
農

業
を

守
る

た
め

に
も

、
流

水
量

の
安

定
確

保
は

絶
対

に
必

要
で

あ
る

。

・
洪

水
調

節
の

観
点

か
ら

の
検

討
及

び
既

得
の

農
業

用
水

の
安

定
供

給
を

含
む

流
水

の
正

常
な

機
能

の
維

持
の

観
点

か
ら

の
検

討
に

つ
い

て
は

、
「
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

」
に

基
づ

き
、

河
川

整
備

計
画

と
同

程
度

の
目

標
を

達
成

す
る

こ
と

を
基

本
と

し
て

検
討

し
て

い
ま

す
。

・
ク

リ
ー

ン
エ

ネ
ル

ギ
ー

に
つ

い
て

は
、

「
環

境
へ

の
影

響
（
C

O
2
排

出
負

荷
は

ど
う

変
わ

る
か

）
」
に

お
い

て
、

評
価

を
行

っ
て

い
ま

す
。
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表
 
6
.
3
.
1
1
 
関
係
住
民
か
ら
頂
い
た
ご
意
見
の
要
旨
と
検
討
主
体
の
考
え
方
 

意
見
聴
取
日
【

H
2
4
.
8
.
2
3
】
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N
o
.
2
 

章
意

見
番

号
ご

意
見

を
踏

ま
え

た
論

点
（
下

段
は

、
論

点
に

対
応

す
る

ご
意

見
の

例
）

検
討

主
体

の
考

え
方

４
．

６
検

証
対

象
ダ

ム
の

総
合

的
な

評
価

4
-
6
-
0
1

【
目

的
別

の
総

合
評

価
、

検
証

対
象

ダ
ム

の
総

合
評

価
に

つ
い

て
】

・
最

も
有

利
な

案
は

、
現

計
画

案
で

あ
る

と
結

論
づ

け
た

こ
と

は
、

流
域

住
民

に
と

り
安

全
・
安

定
・
安

心
を

確
保

す
る

も
の

で
あ

る
。

・
今

回
の

サ
ン

ル
ダ

ム
建

設
事

業
の

検
証

は
、

「
今

後
の

治
水

対
策

の
あ

り
方

に
関

す
る

有
識

者
会

議
」

が
と

り
ま

と
め

た
「
中

間
と

り
ま

と
め

」
を

踏
ま

え
て

、
国

土
交

通
大

臣
か

ら
北

海
道

開
発

局
に

対
し

て
、

ダ
ム

事
業

の
検

証
に

係
る

検
討

を
行

う
よ

う
、

指
示

さ
れ

る
と

と
も

に
、

検
討

の
手

順
や

手
法

を
定

め
た

「
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

」
が

通
知

さ
れ

、
こ

れ
ら

に
基

づ
き

、
予

断
を

持
た

ず
に

検
討

を
行

っ
て

い
ま

す
。

４
．

６
検

証
対

象
ダ

ム
の

総
合

的
な

評
価

4
-
6
-
0
2

【
サ

ン
ル

ダ
ム

の
賛

否
に

関
す

る
ご

意
見

に
つ

い
て

】

・
サ

ン
ル

ダ
ム

建
設

の
早

期
本

体
着

工
に

期
待

す
る

と
共

に
、

切
に

実
現

す
る

こ
と

を
強

く
要

望
す

る
。

・
サ

ン
ル

ダ
ム

本
体

着
工

を
実

現
し

て
い

た
だ

き
た

い
。

・
費

用
対

効
果

を
考

慮
す

れ
ば

早
期

建
設

着
工

こ
そ

が
無

駄
の

排
除

で
は

な
い

か
。

・
サ

ン
ル

ダ
ム

本
体

工
事

凍
結

解
除

及
び

、
早

期
完

成
を

求
め

る
地

域
住

民
の

思
い

を
真

摯
に

受
け

取
っ

て
い

た
だ

き
、

早
期

着
工

、
完

成
を

願
う

。

・
す

み
や

か
に

現
計

画
案

を
実

施
す

る
こ

と
が

、
更

に
時

間
と

コ
ス

ト
の

軽
減

に
つ

な
が

る
。

・
地

域
住

民
の

一
人

と
し

て
一

日
も

早
い

ダ
ム

の
完

成
を

願
う

。

・
今

回
の

サ
ン

ル
ダ

ム
建

設
事

業
の

検
証

は
、

「
今

後
の

治
水

対
策

の
あ

り
方

に
関

す
る

有
識

者
会

議
」

が
と

り
ま

と
め

た
「
中

間
と

り
ま

と
め

」
を

踏
ま

え
て

、
国

土
交

通
大

臣
か

ら
北

海
道

開
発

局
に

対
し

て
、

ダ
ム

事
業

の
検

証
に

係
る

検
討

を
行

う
よ

う
、

指
示

さ
れ

る
と

と
も

に
、

検
討

の
手

順
や

手
法

を
定

め
た

「
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

」
が

通
知

さ
れ

、
こ

れ
ら

に
基

づ
き

、
予

断
を

持
た

ず
に

検
討

を
行

っ
て

い
ま

す
。

・
な

お
、

出
来

る
だ

け
速

や
か

に
対

応
方

針
（
案

）
を

と
り

ま
と

め
た

い
と

考
え

て
い

ま
す

。
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(2) 電子メール等を活用した意見募集 

「サンルダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」について、今後

の検討の参考とするため、広く意見の募集を行った。意見募集の概要及び意

見募集結果は以下のとおりである。 

 

1)意見募集対象  ：「サンルダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」 

2)募集期間      ：平成 24 年 8 月 2 日(木)～平成 24 年 8 月 31 日(金) 

3)意見の提出方法：郵送、ＦＡＸ、電子メール 

4)資料の閲覧方法：北海道開発局「サンルダム建設事業の関係地方公共団

体からなる検討の場」ホームページ掲載 

    閲覧場所：北海道開発局旭川開発建設部 治水課 

旭川開発建設部 名寄河川事務所 

旭川開発建設部 サンルダム建設事業所 

留萌開発建設部 治水課 

留萌開発建設部 幌延河川事業所 

流域市町村の各市役所、役場 

（士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川

町、美深町、音威子府村、中川町、天塩

町、幌延町、豊富町） 

5)意見提出者  ：165(個人 156、組織 9)のご意見を頂いた。 

意見提出者の流域内市町別、年代別、性別の割合を図 

6.3.1に示す。 

6)頂いたご意見 

 頂いたご意見の要旨とそれらのご意見に対する検討主体の考え方を表 

6.3.12～表 6.3.23に示す。 
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図 6.3.1 意見提出者の属性 

50代

19%

不明

9%

60代以上

22%

40代

23%

30代

20%

20代以下

7%

女性

27%
男性

64%

不明

9%

意見数
20代以下 12
30代 33
40代 38
50代 32
60代以上 36
不明 14
計 165

年代別意見数

意見数
男性 106
女性 44
不明 15
計 165

性別意見数

58

102

5
不明

流域市町村

流域外市町村

意見数
流域市町村 102
流域外市町村 58
不明 5
計 165

※流域外市町村　58

　札幌市　16　旭川市　12　江別市　 4

　北見市　 1　北広島市 1　厚沢部町 1

　斜里町　 1　鷹栖町　 1　滝上町　 1

　日高町　 1　八雲町　 1　幌加内町 1

　北海道外17
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表
 
6
.
3
.
1
2
 
寄
せ
ら
れ
た
ご
意
見
と
検
討
主
体
の
考
え
方
 

意
見
募
集
期
間
【
H
2
4
.
8
.
2
～
H
2
4
.
8
.
3
1
】
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N
o
.
1
 

    

章
意

見
番

号
ご

意
見

を
踏

ま
え

た
論

点
（
下

段
は

、
論

点
に

対
応

す
る

ご
意

見
の

例
）

検
討

主
体

の
考

え
方

検
討

の
進

め
方

に
つ

い
て

・検
討

の
場

は
ダ

ム
推

進
の

市
町

村
長

の
み

で
構

成
さ

れ
、

反
対

意
見

を
持

つ
者

が
排

除
さ

れ
て

お
り

、
正

当
性

に
欠

け
る

。

・ダ
ム

案
有

利
の

手
順

と
な

っ
て

お
り

、
報

告
書

に
も

ダ
ム

が
不

要
で

あ
る

と
い

う
選

択
肢

が
な

い
。

・意
見

聴
取

し
た

学
識

経
験

者
は

、
北

海
道

開
発

局
が

選
ん

だ
天

塩
川

水
系

河
川

整
備

計
画

の
流

域
委

員
会

の
委

員
で

あ
る

し
、

公
聴

会
は

全
員

が
ダ

ム
推

進
賛

成
で

あ
り

、
不

公
平

で
あ

る
。

・
目

的
ご

と
の

客
観

的
な

検
討

・
評

価
が

行
わ

れ
た

実
態

が
無

く
、

多
大

な
時

間
と

税
金

を
投

入
し

た
検

討
の

無
意

味
さ

を
示

す
だ

け
。

・
治

水
代

替
案

は
、

開
発

局
が

一
方

的
に

作
っ

た
も

の
で

あ
り

、
そ

れ
を

基
に

サ
ン

ル
ダ

ム
案

を
選

択
す

る
こ

と
は

一
方

的
で

あ
る

。

・
治

水
・
利

水
の

目
標

に
つ

い
て

、
住

民
意

思
を

再
確

認
す

る
場

を
設

け
て

い
な

い
の

は
検

討
の

仕
方

が
間

違
っ

て
い

る
よ

う
に

思
え

る
。

・
各

周
辺

首
長

ら
の

意
見

の
と

お
り

、
検

証
し

尽
く
さ

れ
た

感
が

あ
る

の
で

、
早

急
に

完
成

さ
せ

、
そ

の
効

果
を

発
揮

さ
せ

る
べ

き
と

考
え

る
。

・
検

証
や

､デ
ー

タ
の

積
み

上
げ

の
成

果
が

こ
の

報
告

書
で

あ
る

。

・
関

係
市

町
村

全
て

が
早

期
着

工
を

望
ん

で
い

る
現

状
と

、
複

数
の

対
策

案
の

中
で

ダ
ム

案
を

考
え

た
と

き
、

一
日

も
早

い
着

手
が

必
要

で
あ

る
。

・な
ぜ

今
更

検
討

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
の

か
。

工
期

が
延

び
れ

ば
延

び
た

だ
け

費
用

が
無

駄
に

使
わ

れ
る

。

等

・
今

回
の

サ
ン

ル
ダ

ム
建

設
事

業
の

検
証

は
、

「
今

後
の

治
水

対
策

の
あ

り
方

に
関

す
る

有
識

者
会

議
」

が
と

り
ま

と
め

た
「
中

間
と

り
ま

と
め

」
を

踏
ま

え
て

、
国

土
交

通
大

臣
か

ら
北

海
道

開
発

局
に

対
し

て
、

ダ
ム

事
業

の
検

証
に

係
る

検
討

を
行

う
よ

う
、

指
示

さ
れ

る
と

と
も

に
、

検
討

の
手

順
や

手
法

を
定

め
た

「
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

」
（
以

下
「
検

証
要

領
細

目
」
と

い
う

）
が

通
知

さ
れ

、
こ

れ
ら

に
基

づ
き

、
予

断
を

持
た

ず
に

検
討

を
行

っ
て

い
ま

す
。

・
サ

ン
ル

ダ
ム

建
設

事
業

の
検

証
に

係
る

検
討

に
あ

た
っ

て
は

、
検

証
要

領
細

目
に

基
づ

き
、

北
海

道
と

天
塩

川
流

域
の

全
11

市
町

村
を

構
成

員
と

す
る

「関
係

地
方

公
共

団
体

か
ら

な
る

検
討

の
場

」
を

設
置

し
、

相
互

の
立

場
を

理
解

し
つ

つ
、

検
討

内
容

の
認

識
を

深
め

検
討

を
進

め
て

き
て

お
り

ま
す

。

・
パ

ブ
リ

ッ
ク

コ
メ

ン
ト

を
主

要
な

段
階

で
行

い
、

対
策

案
の

立
案

、
概

略
評

価
等

に
つ

い
て

、
1
1
2
の

ご
意

見
を

い
た

だ
き

ま
し

た
。

・
学

識
経

験
を

有
す

る
者

か
ら

の
意

見
は

、
検

証
要

領
細

目
に

基
づ

き
、

河
川

法
第

1
6
条

の
2
等

に
準

じ
て

、
天

塩
川

水
系

河
川

整
備

計
画

の
策

定
の

際
に

意
見

を
聴

い
た

学
識

経
験

を
有

す
る

者
か

ら
意

見
を

聴
い

て
い

ま
す

。

・
関

係
住

民
の

意
見

を
聴

く
場

は
、

応
募

者
6
人

全
員

に
公

述
し

て
も

ら
い

ま
し

た
。

ま
た

、
電

子
メ

ー
ル

等
に

よ
り

1
6
5
の

ご
意

見
を

い
た

だ
き

ま
し

た
。

・
な

お
、

こ
れ

ら
頂

い
た

ご
意

見
は

、
ダ

ム
の

賛
否

に
か

か
わ

ら
ず

論
点

を
整

理
し

て
検

討
主

体
の

考
え

方
を

示
し

、
サ

ン
ル

ダ
ム

検
討

報
告

書
の

参
考

と
さ

せ
て

い
た

だ
い

て
お

り
ま

す
。

１
．

１
検

証
に

係
る

検
討

手
順

、
１

．
２

情
報

公
開

、
意

見
聴

取
等

の
進

め
方

1
-
1
-
1
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6
.
3
.
1
3
 
寄
せ
ら
れ
た
ご
意
見
と
検
討
主
体
の
考
え
方
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見
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期
間
【
H
2
4
.
8
.
2
～
H
2
4
.
8
.
3
1
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N
o
.
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章
意

見
番

号
ご

意
見

を
踏

ま
え

た
論

点
（下

段
は

、
論

点
に

対
応

す
る

ご
意

見
の

例
）

検
討

主
体

の
考

え
方

情
報

公
開

に
つ

い
て

・パ
ブ

リ
ッ

ク
コ

メ
ン

ト
は

「広
く
コ

メ
ン

ト
を

求
め

て
」
と

な
っ

て
い

た
が

、
限

ら
れ

た
方

に
し

か
、

認
知

さ
れ

て
い

な
い

と
感

じ
て

い
る

。
改

善
を

求
め

る
。

・流
域

住
民

に
ダ

ム
の

有
用

性
を

正
確

に
伝

え
る

た
め

に
も

内
容

を
目

的
別

に
精

査
し

、
様

々
な

媒
体

を
活

用
し

て
い

く
こ

と
を

求
め

た
い

。

等 過
去

の
主

な
洪

水
の

写
真

に
つ

い
て

・ダ
ム

に
よ

る
治

水
が

必
要

と
思

わ
れ

な
い

箇
所

の
過

去
の

氾
濫

写
真

を
整

備
計

画
に

掲
載

す
る

の
は

適
切

で
な

い
の

で
、

撤
回

す
る

か
、

名
寄

川
の

氾
濫

で
な

い
こ

と
を

明
示

す
べ

き
で

あ
る

。
・
過

去
の

氾
濫

の
写

真
に

つ
い

て
は

、
氾

濫
箇

所
を

「サ
ン

ル
ダ

ム
建

設
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
報

告
書

」に
明

示
し

ま
す

。

天
塩

川
水

系
河

川
整

備
計

画
に

お
け

る
名

寄
川

の
目

標
流

量
に

つ
い

て

・名
寄

川
の

目
標

流
量

を
1
,5

0
0ｍ

3
/s

に
決

定
し

た
根

拠
が

き
わ

め
て

あ
い

ま
い

で
あ

り
、

疑
問

を
感

じ
る

の
で

、
撤

回
し

て
、

実
績

の
あ

る
過

去
最

大
流

量
を

基
本

と
し

て
決

定
す

べ
き

で
あ

る
。

・名
寄

川
の

目
標

流
量

は
、

戦
後

最
大

流
量

で
あ

る
1,

1
15

ｍ
3
/
sと

す
べ

き
。

・名
寄

川
の

目
標

流
量

が
実

績
値

よ
り

も
高

い
。

・整
備

計
画

の
目

標
決

定
に

あ
た

り
算

出
し

た
想

定
被

害
額

等
の

算
出

根
拠

を
明

ら
か

に
し

て
い

た
だ

き
た

い
。

等

2
-
4-

1
２

．
４

現
行

の
治

水
計

画

・
本

検
討

に
あ

た
っ

て
は

、
透

明
性

の
確

保
を

図
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

情
報

公
開

を
積

極
的

に
行

っ
て

お
り

ま
す

が
、

今
後

も
引

き
続

き
努

力
し

ま
す

。

・
「
サ

ン
ル

ダ
ム

建
設

事
業

の
検

証
に

係
る

検
討

報
告

書
」に

つ
い

て
は

、
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

等
に

よ
り

広
く

公
表

す
る

こ
と

と
し

て
い

ま
す

。

・
洪

水
調

節
の

観
点

か
ら

の
検

討
に

お
い

て
は

、
「
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

」
に

基
づ

き
、

河
川

整
備

計
画

に
お

い
て

想
定

し
て

い
る

目
標

と
同

程
度

目
標

を
達

成
す

る
こ

と
を

基
本

と
し

て
い

ま
す

。

・
天

塩
川

水
系

河
川

整
備

計
画

に
お

け
る

目
標

流
量

は
、

過
去

の
主

要
洪

水
や

当
該

地
域

の
開

発
状

況
等

を
総

合
的

に
考

慮
し

て
決

定
し

て
い

ま
す

。
天

塩
川

本
川

の
誉

平
基

準
点

に
つ

い
て

は
、

戦
後

最
大

規
模

の
昭

和
56

年
8
月

降
雨

に
よ

り
発

生
す

る
4
,4

0
0
m

3/
sを

目
標

流
量

と
し

て
い

ま
す

。
ま

た
、

名
寄

川
の

真
勲

別
基

準
点

に
つ

い
て

は
、

過
去

の
主

要
洪

水
に

お
け

る
降

雨
パ

タ
ー

ン
を

用
い

て
誉

平
基

準
点

で
の

流
量

が
4
,4

00
m

3
/s

と
な

る
よ

う
な

洪
水

を
設

定
し

、
そ

の
う

ち
被

害
額

が
最

大
と

な
る

降
雨

パ
タ

ー
ン

（
昭

和
48

年
8
月

型
）
か

ら
、

1,
50

0
m

3/
sを

目
標

流
量

と
し

て
い

ま
す

。
こ

れ
ら

は
、

実
際

に
発

生
し

た
流

量
や

降
雨

パ
タ

ー
ン

を
用

い
て

検
討

し
、

河
川

整
備

計
画

の
策

定
過

程
を

通
じ

て
決

定
し

た
も

の
で

す
（詳

細
は

、
北

海
道

開
発

局
旭

川
開

発
建

設
部

の
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
よ

り
、

河
川

整
備

計
画

の
策

定
に

あ
た

り
開

催
し

た
第

14
回

天
塩

川
流

域
委

員
会

の
資

料
に

掲
載

し
て

い
ま

す
）
。

・
天

塩
川

水
系

河
川

整
備

計
画

の
目

標
の

降
雨

パ
タ

ー
ン

決
定

に
あ

た
っ

て
算

出
し

た
想

定
被

害
額

等
（
報

告
書

素
案

別
冊

資
料

４
　

P
4-

4
表

-
1）

は
、

「治
水

経
済

調
査

マ
ニ

ュ
ア

ル
(案

)平
成

17
年

4
月

」
(国

土
交

通
省

　
河

川
局

)に
従

い
、

氾
濫

計
算

を
行

っ
て

算
出

し
て

い
ま

す
。

2
-
2-

1
２

．
２

治
水

と
利

水
の

歴
史

１
．

２
情

報
公

開
、

意
見

聴
取

等
の

進
め

方
1
-
2-

1
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3
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寄
せ
ら
れ
た
ご
意
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検
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主
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考
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間
【
H
2
4
.
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～
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2
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8
.
3
1
】
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N
o
.
3
 

 

章
意

見
番

号
ご

意
見

を
踏

ま
え

た
論

点
（下

段
は

、
論

点
に

対
応

す
る

ご
意

見
の

例
）

検
討

主
体

の
考

え
方

サ
ン

ル
ダ

ム
の

操
作

方
法

に
つ

い
て

・サ
ン

ル
ダ

ム
は

自
然

調
節

方
式

で
あ

り
、

洪
水

状
況

に
応

じ
た

放
流

量
の

人
為

的
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
が

出
来

な
い

こ
と

を
明

記
す

べ
き

。

サ
ン

ル
ダ

ム
の

治
水

効
果

に
つ

い
て

・サ
ン

ル
ダ

ム
は

天
塩

川
の

支
流

の
名

寄
川

の
さ

ら
に

支
流

で
あ

る
。

天
塩

川
本

流
へ

の
治

水
効

果
は

限
定

的
で

あ
る

。

・サ
ン

ル
ダ

ム
の

効
果

が
ほ

と
ん

ど
そ

の
ま

ま
天

塩
川

河
口

ま
で

継
続

す
る

こ
と

が
前

提
と

な
っ

て
お

り
、

科
学

的
に

あ
り

え
な

い
こ

と
を

前
提

に
ダ

ム
の

効
果

、
治

水
計

画
が

立
て

ら
れ

て
い

る
。

・近
年

の
洪

水
は

ほ
と

ん
ど

内
水

氾
濫

な
の

で
サ

ン
ル

ダ
ム

を
建

設
し

て
も

流
域

の
洪

水
は

減
少

し
な

い
し

、
ゲ

リ
ラ

豪
雨

の
対

策
に

も
な

ら
な

い
。

・計
画

以
上

の
降

雨
に

よ
り

ダ
ム

決
壊

の
危

険
性

や
ダ

ム
が

洪
水

調
節

を
失

い
、

ダ
ム

の
た

だ
し

書
き

操
作

に
よ

り
下

流
に

大
き

な
浸

水
被

害
が

出
て

い
る

こ
と

を
考

慮
し

、
評

価
す

べ
き

。

・サ
ン

ル
ダ

ム
治

水
効

果
の

根
拠

と
さ

れ
る

1
9
8
1
年

8月
の

洪
水

で
は

、
ほ

ぼ
全

て
内

水
氾

濫
で

あ
り

、
内

水
氾

濫
に

効
果

が
無

い
サ

ン
ル

ダ
ム

の
効

果
は

な
い

。

・洪
水

対
策

と
し

て
サ

ン
ル

ダ
ム

建
設

が
一

番
効

果
が

あ
る

と
考

え
る

。

・異
常

気
象

に
よ

る
洪

水
被

害
が

増
加

し
て

お
り

、
こ

れ
か

ら
ま

す
ま

す
顕

著
に

な
る

こ
と

が
懸

念
さ

れ
、

こ
れ

に
対

処
す

る
方

策
と

し
て

ダ
ム

の
建

設
は

有
効

。

・昨
今

の
異

常
気

象
に

よ
る

農
地

等
の

冠
水

、
過

去
の

洪
水

被
害

、
サ

ン
ル

川
流

域
の

現
状

を
直

視
し

、
サ

ン
ル

ダ
ム

を
実

施
す

べ
き

。

・サ
ン

ル
ダ

ム
建

設
に

よ
る

洪
水

災
害

防
止

は
有

効
と

考
え

る
。

等

・
ご

指
摘

を
踏

ま
え

、
「
３

．
検

証
対

象
ダ

ム
の

概
要

」
に

サ
ン

ル
ダ

ム
の

洪
水

調
節

方
式

に
つ

い
て

追
記

し
ま

し
た

。

・
今

回
の

サ
ン

ル
ダ

ム
建

設
事

業
の

検
証

で
は

、
「
ダ

ム
検

証
に

係
る

検
討

に
関

す
る

再
評

価
実

施
要

領
細

目
」
（
以

下
「
検

証
要

領
細

目
」
と

い
う

）に
示

さ
れ

て
い

る
2
6
方

策
に

つ
い

て
検

討
を

行
い

、
様

々
な

方
策

を
組

み
合

わ
せ

て
出

来
る

限
り

広
い

治
水

対
策

案
を

立
案

し
概

略
評

価
を

行
っ

た
上

で
、

「
サ

ン
ル

ダ
ム

を
含

む
治

水
対

策
案

」
と

合
わ

せ
て

様
々

な
評

価
軸

で
評

価
を

行
い

ま
し

た
。

・
洪

水
調

節
の

観
点

か
ら

の
検

討
に

お
い

て
は

、
検

証
要

領
細

目
に

基
づ

き
、

河
川

整
備

計
画

に
お

い
て

想
定

し
て

い
る

目
標

と
同

程
度

の
目

標
を

達
成

す
る

こ
と

を
基

本
と

し
て

い
ま

す
。

・
洪

水
調

節
の

評
価

軸
「安

全
度

」
（
目

標
を

上
回

る
洪

水
が

発
生

し
た

場
合

に
ど

の
様

な
状

態
と

な
る

か
）

に
お

い
て

、
河

川
整

備
基

本
方

針
レ

ベ
ル

の
洪

水
、

河
川

整
備

基
本

方
針

レ
ベ

ル
よ

り
大

き
い

規
模

の
洪

水
、

及
び

局
地

的
な

大
雨

に
つ

い
て

評
価

を
行

っ
て

い
ま

す
。

・
サ

ン
ル

ダ
ム

に
よ

る
水

位
低

減
効

果
に

つ
い

て
は

、
学

識
経

験
を

有
す

る
者

か
ら

意
見

を
聴

く
第

14
回

天
塩

川
流

域
委

員
会

（
平

成
1
8年

5月
30

日
開

催
）
に

て
「
天

塩
川

の
河

川
整

備
計

画
に

関
し

て
寄

せ
ら

れ
た

意
見

に
つ

い
て

」
と

し
て

北
海

道
開

発
局

の
基

本
的

な
考

え
方

を
示

し
て

い
ま

す
。

・
な

お
、

第
1
4
回

天
塩

川
流

域
委

員
会

で
お

示
し

し
た

資
料

は
、

北
海

道
開

発
局

旭
川

開
発

建
設

部
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

に
掲

載
し

て
い

ま
す

。
ま

た
、

同
資

料
に

つ
い

て
、

サ
ン

ル
ダ

ム
建

設
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
報

告
書

【
別

冊
資

料
】に

も
示

し
て

い
ま

す
。

（
参

考
）
第

1
4
回

天
塩

川
流

域
委

員
会

資
料

　
天

塩
川

の
河

川
整

備
に

関
し

て
寄

せ
ら

れ
た

ご
意

見
に

つ
い

て
（
P

.1
0
～

P
.1

3
）
　

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.a
s.

h
kd

.m
lit

.g
o
.jp

/
te

sh
io

_k
ai

/
te

sh
io

/
ik

e
n
_k

ih
o
n
t.
h
tm

l

・
1
9
8
1
年

8
月

洪
水

で
は

、
外

水
氾

濫
に

よ
り

美
深

な
ど

で
被

害
が

発
生

し
て

お
り

ま
す

。
ま

た
、

名
寄

川
か

ら
の

外
水

氾
濫

は
発

生
し

て
お

り
ま

せ
ん

が
、

名
寄

川
へ

の
流

入
支

川
各

所
に

お
い

て
氾

濫
が

発
生

し
て

い
る

た
め

、
名

寄
川

の
水

位
を

低
減

さ
せ

る
こ

と
は

流
入

支
川

の
水

位
を

低
減

さ
せ

、
被

害
の

軽
減

に
有

効
で

あ
る

と
考

え
て

い
ま

す
。

３
．

１
サ

ン
ル

ダ
ム

の
目

的
等

3
-
1
-
1

４
．

２
洪

水
調

節
の

観
点

か
ら

の
検

討
4
-
2
-
1
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表
 
6
.
3
.
1
5
 
寄
せ
ら
れ
た
ご
意
見
と
検
討
主
体
の
考
え
方
 

意
見
募
集
期
間
【
H
2
4
.
8
.
2
～
H
2
4
.
8
.
3
1
】
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N
o
.
4
 

 
章

意
見

番
号

ご
意

見
を

踏
ま

え
た

論
点

（下
段

は
、

論
点

に
対

応
す

る
ご

意
見

の
例

）
検

討
主

体
の

考
え

方

サ
ン

ル
ダ

ム
を

含
む

現
計

画
案

の
コ

ス
ト

に
つ

い
て

・ダ
ム

建
設

後
に

は
莫

大
な

維
持

管
理

費
が

掛
か

り
続

け
る

の
で

、
財

政
難

の
今

、
ダ

ム
建

設
を

続
け

る
の

は
愚

か
で

あ
る

。

・ダ
ム

建
設

費
用

で
コ

ス
ト

評
価

し
て

い
る

が
、

ほ
と

ん
ど

の
ダ

ム
は

予
定

よ
り

も
倍

増
し

、
事

実
に

反
し

て
い

る
。

・河
川

環
境

や
サ

ク
ラ

マ
ス

資
源

へ
の

悪
影

響
を

軽
減

す
る

た
め

の
費

用
を

計
上

す
る

と
ダ

ム
案

の
コ

ス
ト

は
高

く
な

る
。

・サ
ン

ル
ダ

ム
の

費
用

に
、

建
設

費
の

み
で

な
く
、

ダ
ム

の
撤

去
費

用
を

計
上

す
る

べ
き

。

・ダ
ム

建
設

後
に

発
生

す
る

多
様

な
影

響
と

対
策

費
を

検
証

、
検

討
し

、
対

策
費

を
コ

ス
ト

に
計

上
す

べ
き

。

・今
後

の
費

用
負

担
が

最
小

限
に

抑
え

ら
れ

る
こ

と
か

ら
も

、
現

行
案

で
の

完
成

を
期

待
す

る
。

・民
有

地
の

買
収

は
完

了
し

て
お

り
、

今
後

、
金

額
が

膨
れ

上
が

る
こ

と
は

考
え

に
く
く
、

ま
た

、
今

ま
で

の
投

資
を

無
駄

に
し

な
い

た
め

に
も

完
成

す
べ

き
で

あ
る

。

・現
計

画
案

が
要

す
る

費
用

が
一

番
小

さ
く
、

早
急

に
完

成
す

る
こ

と
が

出
来

る
。

等

・
今

回
の

サ
ン

ル
ダ

ム
建

設
事

業
の

検
証

は
、

「
今

後
の

治
水

対
策

の
あ

り
方

に
関

す
る

有
識

者
会

議
」

が
と

り
ま

と
め

た
「中

間
と

り
ま

と
め

」
を

踏
ま

え
て

、
国

土
交

通
大

臣
か

ら
北

海
道

開
発

局
に

対
し

て
、

ダ
ム

事
業

の
検

証
に

係
る

検
討

を
行

う
よ

う
、

指
示

さ
れ

る
と

と
も

に
、

検
討

の
手

順
や

手
法

を
定

め
た

「
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

」
（以

下
「検

証
要

領
細

目
」
と

い
う

）が
通

知
さ

れ
、

こ
れ

ら
に

基
づ

き
、

予
断

を
持

た
ず

に
検

討
を

行
っ

て
い

ま
す

。

・
サ

ン
ル

ダ
ム

の
総

事
業

費
に

つ
い

て
は

、
検

証
要

領
細

目
に

基
づ

き
、

最
新

デ
ー

タ
を

用
い

て
残

事
業

費
を

点
検

し
、

そ
の

点
検

結
果

を
も

と
に

検
証

に
係

る
検

討
を

実
施

し
て

い
ま

す
。

・
コ

ス
ト

に
つ

い
て

は
、

検
証

要
領

細
目

に
基

づ
き

、
「完

成
ま

で
に

要
す

る
費

用
」
、

「維
持

管
理

に
要

す
る

費
用

」
、

「
そ

の
他

費
用

（
ダ

ム
中

止
に

伴
っ

て
発

生
す

る
費

用
等

）
」
に

つ
い

て
評

価
を

実
施

し
て

い
ま

す
。

な
お

、
ダ

ム
の

堤
体

に
つ

い
て

は
、

適
切

な
維

持
管

理
を

行
う

こ
と

に
よ

り
、

永
続

的
に

使
用

す
る

計
画

と
な

っ
て

い
ま

す
。

・
環

境
に

与
え

る
影

響
に

つ
い

て
は

、
「
環

境
へ

の
影

響
」に

お
い

て
、

評
価

し
て

い
ま

す
。

・
サ

ン
ル

ダ
ム

建
設

事
業

の
残

事
業

費
に

つ
い

て
現

在
保

有
し

て
い

る
最

新
の

デ
ー

タ
等

で
点

検
を

行
っ

た
結

果
、

実
施

済
み

額
と

合
わ

せ
た

額
は

基
本

計
画

の
総

事
業

費
以

下
で

す
。

・
維

持
管

理
費

に
つ

い
て

は
、

各
目

的
別

ご
と

に
評

価
軸

の
「コ

ス
ト

」に
お

い
て

、
評

価
を

行
っ

て
い

ま
す

。

・
魚

道
に

要
す

る
費

用
に

つ
い

て
は

、
サ

ン
ル

ダ
ム

建
設

事
業

の
事

業
費

に
含

ま
れ

て
い

ま
す

。

４
．

２
洪

水
調

節
、

４
．

３
新

規
利

水
、

４
．

４
流

水
の

正
常

な
機

能
の

維
持

の
観

点
か

ら
の

検
討

4
-
2-

2
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章

意
見

番
号

ご
意

見
を

踏
ま

え
た

論
点

（
下

段
は

、
論

点
に

対
応

す
る

ご
意

見
の

例
）

検
討

主
体

の
考

え
方

地
域

振
興

に
対

す
る

効
果

に
つ

い
て

・天
塩

川
流

域
の

小
河

川
を

改
修

し
た

方
が

地
域

の
活

性
化

に
つ

な
が

る
。

・
道

北
の

ダ
ム

湖
で

観
光

地
と

な
っ

て
い

る
の

は
ご

く
わ

ず
か

で
あ

る
た

め
、

非
現

実
的

な
展

望
に

莫
大

な
血

税
を

投
じ

る
こ

と
は

し
な

い
で

ほ
し

い
。

・
発

電
、

治
水

、
利

水
の

多
目

的
な

サ
ン

ル
ダ

ム
を

完
成

さ
せ

て
、

町
の

活
力

に
し

て
ほ

し
い

。

・ダ
ム

に
よ

り
町

外
か

ら
の

集
客

が
見

込
め

る
こ

と
は

、
今

後
の

下
川

町
を

考
え

た
場

合
、

極
め

て
重

要
。

・サ
ン

ル
ダ

ム
は

治
水

・水
利

用
、

発
電

と
多

目
的

で
あ

り
、

地
域

に
も

た
ら

す
良

い
効

果
が

大
き

い
。

等 環
境

へ
の

影
響

全
般

に
つ

い
て

・ダ
ム

は
、

自
然

環
境

を
広

範
に

飲
み

込
み

、
棲

息
し

て
い

る
野

生
生

物
の

棲
家

を
奪

う
。

・ダ
ム

建
設

に
よ

る
自

然
破

壊
の

影
響

は
後

世
に

ま
で

及
び

、
そ

の
深

刻
な

状
況

は
か

り
知

れ
な

い
。

・未
来

の
子

供
た

ち
に

サ
ン

ル
川

の
豊

か
な

自
然

環
境

を
残

す
為

に
、

ダ
ム

案
に

は
反

対
で

あ
る

。

・サ
ン

ル
ダ

ム
が

サ
ン

ル
川

の
生

物
多

様
性

に
ど

の
よ

う
な

影
響

を
及

ぼ
す

の
か

、
検

討
さ

れ
て

い
な

い
た

め
、

科
学

的
検

討
に

基
づ

い
て

、
慎

重
な

議
論

を
行

い
、

ダ
ム

建
設

計
画

を
見

直
し

て
い

た
だ

き
た

い
。

・生
物

多
様

性
に

関
し

た
相

互
の

影
響

や
流

域
の

環
境

に
及

ぶ
影

響
ま

で
は

話
さ

れ
て

い
な

い
の

は
、

納
得

い
か

な
い

。

・他
支

流
の

環
境

改
善

は
他

支
流

の
価

値
で

あ
り

、
失

わ
れ

る
サ

ン
ル

川
の

自
然

環
境

の
代

替
で

は
な

い
。

・現
計

画
案

に
よ

る
環

境
へ

の
影

響
に

つ
い

て
、

様
々

な
調

査
研

究
に

よ
り

保
全

で
き

る
時

期
に

き
て

お
り

、
ダ

ム
建

設
後

も
持

続
的

な
観

察
に

よ
り

ダ
ム

建
設

前
と

変
わ

ら
な

い
環

境
を

残
す

こ
と

が
出

来
る

。

等

４
．

２
洪

水
調

節
、

４
．

３
新

規
利

水
、

４
．

４
流

水
の

正
常

な
機

能
の

維
持

の
観

点
か

ら
の

検
討

・「
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

」
に

お
い

て
、

「立
案

し
た

治
水

対
策

案
を

、
河

川
や

流
域

の
特

性
に

応
じ

、
以

下
の

1
)～

7
）
で

示
す

よ
う

な
評

価
軸

で
評

価
す

る
。

（
略

）
7
)

環
境

へ
の

影
響

 」
と

規
定

さ
れ

て
お

り
、

こ
れ

に
基

づ
き

検
討

を
行

っ
て

い
ま

す
。

・環
境

へ
の

影
響

に
つ

い
て

は
、

水
環

境
に

対
す

る
影

響
、

生
物

の
多

様
性

の
確

保
等

へ
の

影
響

、
土

砂
流

動
の

影
響

な
ど

の
評

価
を

行
っ

て
い

ま
す

。

・サ
ン

ル
ダ

ム
の

環
境

へ
の

影
響

と
保

全
対

策
に

つ
い

て
は

、
こ

れ
ま

で
各

種
現

地
調

査
等

を
実

施
し

、
調

査
結

果
に

基
づ

く
検

討
を

行
っ

て
い

ま
す

。

・サ
ン

ル
ダ

ム
に

よ
る

環
境

へ
の

影
響

の
評

価
は

、
こ

れ
ら

の
調

査
・検

討
に

基
づ

き
、

行
っ

て
い

ま
す

。
4
-
2
-
4

４
．

２
洪

水
調

節
、

４
．

３
新

規
利

水
、

４
．

４
流

水
の

正
常

な
機

能
の

維
持

の
観

点
か

ら
の

検
討

・検
討

主
体

で
あ

る
北

海
道

開
発

局
は

、
「
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

」に
基

づ
き

、
予

断
を

持
た

ず
に

検
証

を
行

っ
て

い
ま

す
。

・地
域

振
興

へ
の

効
果

に
つ

い
て

は
、

評
価

軸
「
地

域
社

会
へ

の
影

響
」
（
地

域
振

興
に

対
し

て
ど

の
様

な
効

果
が

あ
る

か
）
に

お
い

て
評

価
を

行
っ

て
い

ま
す

。

・地
域

振
興

に
対

す
る

効
果

に
つ

い
て

、
現

計
画

で
は

、
「
地

元
下

川
町

の
市

街
地

が
ダ

ム
湖

に
近

接
し

て
い

る
た

め
ダ

ム
湖

周
辺

の
利

活
用

を
検

討
し

て
お

り
、

ダ
ム

湖
を

活
用

し
た

地
域

振
興

の
可

能
性

が
あ

る
一

方
で

、
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

が
必

要
で

あ
る

。
」
と

評
価

し
て

い
ま

す
。

4
-
2
-
3
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章

意
見

番
号

ご
意

見
を

踏
ま

え
た

論
点

（下
段

は
、

論
点

に
対

応
す

る
ご

意
見

の
例

）
検

討
主

体
の

考
え

方

水
環

境
、

土
砂

流
動

の
変

化
等

に
つ

い
て

・ダ
ム

は
5
0
年

後
く
ら

い
に

土
砂

が
堆

積
し

、
排

出
す

る
の

に
地

域
環

境
を

破
壊

し
、

影
響

を
及

ぼ
す

。

・堆
砂

、
水

質
悪

化
、

下
流

河
床

低
下

、
海

岸
浸

食
な

ど
ダ

ム
建

設
の

問
題

点
は

明
ら

か
。

・サ
ン

ル
ダ

ム
下

流
域

で
土

砂
供

給
の

減
少

が
起

き
る

と
、

河
床

低
下

や
露

盤
化

等
が

起
こ

り
、

下
流

域
の

環
境

や
漁

業
資

源
に

深
刻

な
影

響
が

あ
る

。

・ダ
ム

湖
の

水
質

、
土

砂
供

給
の

変
化

等
の

影
響

に
つ

い
て

具
体

的
に

記
載

さ
れ

て
い

な
い

。

・ダ
ム

の
問

題
点

と
し

て
、

既
存

ダ
ム

の
老

朽
化

や
堆

砂
が

予
想

と
異

な
る

こ
と

が
問

題
視

さ
れ

た
り

、
水

環
境

が
大

き
く
悪

化
し

た
こ

と
な

ど
が

あ
る

。

・河
川

護
岸

工
事

や
ダ

ム
建

設
が

与
え

る
水

質
へ

の
影

響
は

、
科

学
的

根
拠

が
な

く
て

も
苔

や
水

の
色

の
変

化
を

見
る

だ
け

で
納

得
で

き
る

。

等

4
-
2
-
5

４
．

２
洪

水
調

節
、

４
．

３
新

規
利

水
、

４
．

４
流

水
の

正
常

な
機

能
の

維
持

の
観

点
か

ら
の

検
討

・
サ

ン
ル

ダ
ム

の
堆

砂
計

画
に

つ
い

て
は

、
「ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

」
に

基
づ

き
、

最
新

の
デ

ー
タ

に
基

づ
き

点
検

を
行

い
、

現
堆

砂
計

画
は

1
00

年
後

で
も

計
画

の
堆

砂
容

量
内

に
収

ま
る

こ
と

を
確

認
し

て
お

り
、

妥
当

と
判

断
し

て
い

ま
す

。

・
サ

ン
ル

ダ
ム

の
ダ

ム
湖

の
水

質
、

下
流

で
の

河
床

変
化

、
海

岸
浸

食
に

つ
い

て
は

、
「
夏

期
か

ら
秋

期
に

か
け

て
貯

水
池

内
の

滞
留

し
た

水
の

受
熱

に
よ

り
ダ

ム
か

ら
の

放
流

水
温

の
上

昇
が

予
測

さ
れ

る
た

め
、

環
境

保
全

措
置

（
選

択
取

水
設

備
の

設
置

等
）
を

講
じ

る
必

要
が

あ
る

。
」、

「
ダ

ム
直

下
の

サ
ン

ル
川

で
は

上
流

か
ら

の
土

砂
供

給
の

減
少

や
流

況
の

変
化

に
よ

る
粗

粒
化

が
考

え
ら

れ
る

。
」
、

「
土

砂
供

給
や

流
況

の
変

化
に

よ
る

名
寄

川
及

び
天

塩
川

の
河

床
高

、
河

床
材

料
の

変
化

は
小

さ
い

と
予

測
さ

れ
る

。
」

と
評

価
し

て
い

ま
す

。
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章

意
見

番
号

ご
意

見
を

踏
ま

え
た

論
点

（
下

段
は

、
論

点
に

対
応

す
る

ご
意

見
の

例
）

検
討

主
体

の
考

え
方

生
物

の
多

様
性

の
確

保
等

に
つ

い
て

・
動

植
物

に
対

す
る

配
慮

も
検

討
さ

れ
て

い
る

よ
う

だ
が

、
具

体
的

に
何

を
ど

う
す

る
か

が
検

討
さ

れ
て

い
な

い
。

・
天

塩
川

河
口

か
ら

ほ
ぼ

2
0
0
km

サ
ク

ラ
マ

ス
が

遡
上

し
繁

殖
す

る
サ

ン
ル

川
を

自
然

の
ま

ま
守

る
こ

と
は

大
事

。

・
「
「
環

境
へ

の
影

響
」
に

つ
い

て
は

、
「
現

計
画

案
」
で

は
、

・
・
・
（
中

略
）
環

境
保

全
措

置
に

よ
り

最
小

化
す

る
こ

と
と

し
て

お
り

、
洪

水
調

節
に

お
い

て
最

も
有

利
な

案
は

「
現

計
画

案
」
で

あ
る

。
」
と

述
べ

て
い

る
。

こ
こ

で
述

べ
て

い
る

最
小

化
と

は
何

を
意

味
す

る
も

の
な

の
か

説
明

す
べ

き
。

・サ
ク

ラ
マ

ス
資

源
へ

の
影

響
に

つ
い

て
、

具
体

的
な

数
値

目
標

が
無

い
の

で
、

開
発

局
は

取
り

組
み

さ
え

す
れ

ば
良

い
と

考
え

て
い

る
の

で
は

な
い

か
。

・
サ

ク
ラ

マ
ス

へ
の

影
響

を
最

小
限

と
す

る
と

し
て

い
る

が
、

開
発

局
は

ダ
ム

魚
道

設
置

で
サ

ク
ラ

マ
ス

資
源

を
維

持
又

は
増

加
さ

せ
た

実
績

が
無

く
、

具
体

的
な

数
値

目
標

を
示

せ
な

け
れ

ば
信

用
で

き
な

い
。

・
美

利
河

ダ
ム

で
さ

え
困

難
な

の
に

サ
ン

ル
ダ

ム
の

魚
道

は
無

理
が

あ
り

、
サ

ク
ラ

マ
ス

資
源

の
減

少
に

拍
車

が
か

か
る

。

・
カ

ワ
シ

ン
ジ

ュ
ガ

イ
や

サ
ク

ラ
マ

ス
の

影
響

は
、

ダ
ム

建
設

前
に

テ
ス

ト
を

行
う

な
ど

、
万

全
を

期
す

必
要

が
あ

る
。

・
移

植
先

に
は

既
に

カ
ワ

シ
ン

ジ
ュ

ガ
イ

類
が

そ
の

生
態

系
に

適
合

し
た

数
が

生
息

し
て

い
る

と
考

え
る

べ
き

で
あ

り
、

さ
ら

に
サ

ン
ル

川
か

ら
多

く
の

カ
ワ

シ
ン

ジ
ュ

ガ
イ

類
を

移
植

す
れ

ば
や

が
て

自
然

淘
汰

さ
れ

る
。

・
ダ

ム
に

よ
り

ア
メ

マ
ス

の
移

動
と

生
残

率
の

調
査

が
さ

れ
て

い
な

い
の

で
、

ア
メ

マ
ス

を
宿

主
と

す
る

コ
ガ

タ
カ

ワ
シ

ン
ジ

ュ
ガ

イ
個

体
に

与
え

る
影

響
は

大
き

い
と

考
え

る
の

で
、

「
湛

水
区

域
に

含
ま

れ
る

動
植

物
の

・
・
・
（
中

略
）
・
・
・
保

全
さ

れ
る

も
の

と
考

え
ら

れ
る

」
の

記
述

は
正

当
性

に
欠

け
る

。

等

4
-
2
-
6

４
．

２
洪

水
調

節
、

４
．

３
新

規
利

水
、

４
．

４
流

水
の

正
常

な
機

能
の

維
持

の
観

点
か

ら
の

検
討

・
サ

ン
ル

ダ
ム

建
設

に
伴

い
予

測
さ

れ
る

生
物

の
多

様
性

の
確

保
等

へ
の

影
響

に
つ

い
て

、
現

計
画

案
で

は
、

サ
ン

ル
ダ

ム
の

湛
水

区
域

に
含

ま
れ

る
動

植
物

の
生

息
・
生

育
環

境
が

消
失

す
る

が
、

湛
水

区
域

周
辺

に
分

布
し

て
い

る
同

様
の

生
息

・
生

育
環

境
は

現
状

ど
お

り
保

全
さ

れ
る

こ
と

、
ま

た
魚

道
の

設
置

に
よ

り
サ

ン
ル

ダ
ム

地
点

に
お

け
る

サ
ク

ラ
マ

ス
等

の
魚

類
の

遡
上

・
降

下
の

機
能

を
確

保
す

る
等

に
よ

り
、

魚
類

の
生

息
環

境
へ

の
影

響
を

最
小

限
と

す
る

よ
う

取
り

組
む

こ
と

か
ら

、
総

合
的

な
評

価
に

お
い

て
魚

類
の

生
息

環
境

へ
の

影
響

を
最

小
化

す
る

と
評

価
し

た
も

の
で

す
。

ま
た

、
専

門
家

の
意

見
を

聞
く
と

と
も

に
関

係
機

関
と

連
携

し
、

魚
道

の
整

備
等

の
取

り
組

み
を

進
め

、
天

塩
川

流
域

全
体

と
し

て
現

状
よ

り
も

確
実

に
改

善
す

る
よ

う
取

り
組

ん
で

い
ま

す
。

・
サ

ン
ル

ダ
ム

の
魚

道
に

つ
い

て
は

、
こ

れ
ま

で
「
天

塩
川

魚
類

生
息

環
境

保
全

に
関

す
る

専
門

家
会

議
」

（
以

下
「
専

門
家

会
議

」
と

い
う

。
）
に

お
け

る
専

門
家

の
意

見
を

踏
ま

え
つ

つ
、

サ
ク

ラ
マ

ス
等

の
遡

上
・
降

下
対

策
を

検
討

し
て

い
る

と
こ

ろ
で

す
。

魚
道

の
効

果
が

確
認

さ
れ

て
い

る
沙

流
川

水
系

二
風

谷
ダ

ム
及

び
後

志
利

別
川

水
系

美
利

河
ダ

ム
の

魚
道

を
参

考
に

し
つ

つ
、

引
き

続
き

専
門

家
会

議
に

お
け

る
議

論
を

踏
ま

え
つ

つ
、

詳
細

な
検

討
を

行
う

こ
と

で
、

サ
ン

ル
ダ

ム
地

点
に

お
い

て
魚

類
の

遡
上

・
降

下
の

機
能

を
確

保
出

来
る

と
考

え
て

い
ま

す
。

・
サ

ン
ル

ダ
ム

に
お

け
る

魚
類

の
遡

上
・
降

下
の

機
能

確
保

の
取

り
組

み
に

あ
た

っ
て

は
、

専
門

家
の

意
見

を
聴

き
つ

つ
、

詳
細

な
検

討
を

行
う

と
と

も
に

、
そ

の
効

果
を

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

調
査

に
よ

り
把

握
・
検

証
し

、
必

要
に

応
じ

て
施

設
の

改
善

を
行

う
な

ど
、

順
応

的
管

理
に

努
め

て
い

く
こ

と
と

し
て

い
ま

す
。

・
コ

ガ
タ

カ
ワ

シ
ン

ジ
ュ

ガ
イ

を
含

む
カ

ワ
シ

ン
ジ

ュ
ガ

イ
類

に
つ

い
て

は
、

専
門

家
会

議
に

お
け

る
専

門
家

の
意

見
を

踏
ま

え
つ

つ
移

植
を

行
い

ま
す

。
平

成
2
0年

、
2
1年

に
移

植
を

行
っ

た
後

の
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
調

査
で

は
、

十
分

多
く
の

個
体

数
を

確
認

し
て

お
り

、
生

息
環

境
が

維
持

さ
れ

て
い

る
と

考
え

て
い

ま
す

。
引

き
続

き
、

専
門

家
の

意
見

を
聴

き
つ

つ
、

効
果

的
な

保
全

を
図

っ
て

参
り

ま
す

。
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章

意
見

番
号

ご
意

見
を

踏
ま

え
た

論
点

（下
段

は
、

論
点

に
対

応
す

る
ご

意
見

の
例

）
検

討
主

体
の

考
え

方

新
規

利
水

の
必

要
性

に
つ

い
て

・名
寄

市
、

下
川

町
が

サ
ン

ル
ダ

ム
に

新
た

な
水

源
を

求
め

る
必

要
が

無
い

。

・風
連

地
区

の
水

源
を

地
下

水
か

ら
ダ

ム
に

す
る

計
画

だ
が

、
現

在
の

安
全

で
お

い
し

い
水

を
飲

み
続

け
た

い
。

・下
川

町
の

水
道

需
給

予
測

は
、

明
ら

か
に

過
大

で
あ

り
、

納
得

で
き

な
い

内
容

で
あ

る
の

で
、

修
正

す
べ

き
で

あ
る

。
名

寄
市

の
需

要
予

測
は

過
大

で
あ

り
、

あ
え

て
サ

ン
ル

ダ
ム

の
頼

る
必

要
性

は
乏

し
い

。

・名
寄

市
風

連
地

区
は

地
下

水
を

水
源

と
し

て
い

る
が

、
水

質
・水

量
と

も
に

不
安

定
で

あ
り

、
安

定
し

た
水

源
確

保
が

可
能

な
ダ

ム
建

設
を

望
む

。

・名
寄

市
の

風
連

地
区

並
び

に
自

衛
隊

駐
屯

地
へ

の
需

要
が

出
て

く
る

こ
と

を
考

え
る

と
、

サ
ン

ル
ダ

ム
に

よ
る

安
定

し
た

給
水

体
制

の
確

立
が

重
要

で
あ

る
。

・お
い

し
さ

と
安

全
性

を
確

信
し

て
飲

め
る

水
は

生
活

す
る

上
で

必
要

で
あ

り
、

一
定

水
量

を
保

つ
た

め
に

は
サ

ン
ル

ダ
ム

の
早

期
完

成
を

望
む

。

等 水
道

料
金

に
つ

い
て

・ダ
ム

建
設

後
に

は
水

道
料

金
が

ア
ッ

プ
す

る
の

で
、

財
政

難
の

今
、

ダ
ム

建
設

を
続

け
る

の
は

愚
か

。

・
過

疎
化

が
進

む
地

域
で

、
ま

た
さ

ら
に

水
道

代
が

あ
が

る
と

い
う

の
は

、
住

民
離

れ
に

も
つ

な
が

る
と

思
う

。

等

・
水

道
料

金
に

つ
い

て
水

道
事

業
の

事
業

主
体

で
は

な
い

北
海

道
開

発
局

が
お

答
え

す
る

こ
と

は
困

難
で

す
が

、
ダ

ム
建

設
後

、
新

規
利

水
に

掛
か

る
維

持
管

理
費

の
増

分
に

つ
い

て
は

、
現

計
画

で
は

１
百

万
円

/
年

、
そ

の
他

の
対

策
案

で
は

1
0百

万
円

/年
～

1
3
百

万
円

/年
と

評
価

し
て

い
ま

す
。

4
-
3
-
2

４
．

３
新

規
利

水
の

観
点

か
ら

の
検

討

・
新

規
利

水
の

観
点

か
ら

の
検

討
に

際
し

、
利

水
参

画
者

に
対

し
て

平
成

22
年

1
2
月

24
日

付
け

で
ダ

ム
事

業
参

画
継

続
の

意
志

を
確

認
し

、
全

て
の

利
水

参
画

者
か

ら
参

加
継

続
の

意
志

が
あ

り
ま

し
た

。

・
ま

た
、

利
水

参
画

者
に

水
需

要
計

画
の

点
検

、
確

認
を

行
う

よ
う

要
請

し
た

上
で

、
検

討
主

体
に

お
い

て
必

要
量

の
算

出
が

妥
当

に
行

わ
れ

て
い

る
か

を
確

認
し

て
い

ま
す

。

・
名

寄
市

、
下

川
町

の
新

規
開

発
水

量
に

つ
い

て
は

、
水

道
施

設
設

計
指

針
等

の
考

え
方

に
沿

っ
て

適
切

に
算

出
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
確

認
し

て
い

ま
す

。

・
名

寄
市

は
、

旧
風

連
町

の
地

下
水

を
水

源
と

す
る

風
連

町
簡

易
水

道
を

安
定

水
源

の
確

保
や

水
質

へ
の

不
安

、
ま

た
、

割
高

な
維

持
管

理
費

へ
の

対
応

の
た

め
に

名
寄

市
上

水
道

と
統

合
す

る
こ

と
と

し
て

い
ま

す
。

4
-
3
-
1

４
．

３
新

規
利

水
の

観
点

か
ら

の
検

討
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6
.
3
.
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0
 
寄
せ
ら
れ
た
ご
意
見
と
検
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体
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え
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【
H
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.
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.
8
.
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N
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.
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章

意
見

番
号

ご
意

見
を

踏
ま

え
た

論
点

（下
段

は
、

論
点

に
対

応
す

る
ご

意
見

の
例

）
検

討
主

体
の

考
え

方

サ
ン

ル
ダ

ム
の

発
電

に
つ

い
て

・1
,0

0
0
kw

程
度

の
発

電
量

で
は

、
ダ

ム
を

建
設

す
る

為
の

主
た

る
理

由
に

は
な

ら
な

い
。

・
ダ

ム
建

設
に

よ
っ

て
発

生
す

る
C

O
2
は

4
万

ト
ン

以
上

と
膨

大
で

あ
り

、
ダ

ム
の

発
電

で
プ

ラ
ス

に
す

る
こ

と

は
困

難
。

下
川

町
の

特
性

を
活

か
し

、
水

没
予

定
地

で
森

林
施

業
を

行
い

、
C

O
2
対

策
と

バ
イ

オ
マ

ス
発

電
を

推
進

す
る

べ
き

。

・サ
ン

ル
ダ

ム
に

よ
る

発
電

は
、

現
在

多
く
の

国
民

が
求

め
て

い
る

安
全

な
エ

ネ
ル

ギ
ー

で
あ

る
。

・ク
リ

ー
ン

エ
ネ

ル
ギ

ー
と

し
て

の
水

力
発

電
は

、
環

境
未

来
都

市
下

川
町

に
絶

対
必

要
な

施
設

で
あ

る
。

等 C
O

２
の

排
出

負
荷

に
つ

い
て

・
ダ

ム
完

成
ま

で
の

C
O

2
排

出
量

を
環

境
負

荷
コ

ス
ト

と
し

て
見

込
む

べ
き

。

・ダ
ム

建
設

時
と

寿
命

を
迎

え
て

取
り

こ
わ

す
時

の
C

O
2
の

排
出

量
を

割
り

出
し

、
公

表
す

る
こ

と
を

求
め

る
。

・
C

O
２
排

出
負

荷
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

案
の

完
成

後
の

排
出

負
荷

の
変

化
を

概
略

で
評

価
し

て
い

ま
す

。

・
な

お
、

ダ
ム

の
堤

体
に

つ
い

て
は

、
適

切
な

維
持

管
理

を
行

う
こ

と
に

よ
り

、
永

続
的

に
使

用
す

る
計

画
と

な
っ

て
い

ま
す

。

4
-
3
-
4

４
．

３
新

規
利

水
、

４
．

４
流

水
の

正
常

な
機

能
の

維
持

の
観

点
か

ら
の

検
討

・
サ

ン
ル

ダ
ム

の
発

電
に

つ
い

て
は

、
評

価
軸

「
環

境
へ

の
影

響
（
C

O
2
排

出
負

荷
は

ど
う

変
わ

る
か

）
」
の

現
計

画
案

に
お

い
て

、
「
ほ

く
で

ん
エ

コ
エ

ナ
ジ

ー
（株

）に
よ

る
新

規
発

電
が

予
定

さ
れ

て
お

り
、

こ
れ

に
対

応
す

る
分

量
C

O
2
排

出
量

削
減

が
見

込
ま

れ
る

。
」
と

評
価

し
て

い
ま

す
。

4
-
3
-
3

４
．

３
新

規
利

水
の

観
点

か
ら

の
検

討
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6
.
3
.
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1
 
寄
せ
ら
れ
た
ご
意
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と
検
討
主
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考
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方
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章

意
見

番
号

ご
意

見
を

踏
ま

え
た

論
点

（
下

段
は

、
論

点
に

対
応

す
る

ご
意

見
の

例
）

検
討

主
体

の
考

え
方

流
水

の
正

常
な

機
能

の
維

持
の

必
要

性
に

つ
い

て

・
ダ

ム
に

よ
る

正
常

流
量

の
機

能
は

必
要

は
な

く
、

魚
類

資
源

保
全

の
た

め
に

正
常

流
量

が
必

要
で

あ
る

と
い

う
根

拠
は

示
さ

れ
て

い
な

い
。

・
ダ

ム
こ

そ
が

川
の

正
常

な
機

能
を

損
な

う
。

・
渇

水
に

よ
り

河
川

生
態

系
に

壊
滅

的
な

影
響

を
生

じ
た

こ
と

は
な

く
、

維
持

流
量

の
必

要
性

の
実

態
が

な
い

。

・
渇

水
が

発
生

し
た

時
は

酪
農

業
に

と
っ

て
死

活
問

題
と

な
る

事
か

ら
安

定
し

た
水

量
の

確
保

が
必

要
で

あ
る

。

・
工

業
用

水
・
農

業
用

水
の

確
保

も
産

業
振

興
上

欠
く
こ

と
の

で
き

な
い

も
の

で
あ

る
。

・
中

川
町

に
あ

っ
て

は
天

塩
川

を
活

用
し

て
カ

ヌ
ー

・
釣

り
な

ど
観

光
資

源
と

し
て

地
域

興
し

を
行

っ
て

お
り

、
安

定
し

た
川

の
流

れ
を

確
保

す
る

た
め

に
も

ダ
ム

の
早

い
完

成
を

望
む

。

等 目
的

別
の

総
合

評
価

及
び

検
証

対
象

ダ
ム

の
総

合
的

な
評

価
に

つ
い

て

・
天

塩
川

の
治

水
機

能
の

た
め

に
、

サ
ン

ル
ダ

ム
の

建
設

が
最

も
有

利
で

あ
る

と
い

う
検

証
結

果
は

妥
当

で
あ

り
、

今
回

の
素

案
を

支
持

す
る

。

・
流

水
の

正
常

な
機

能
の

維
持

に
、

最
も

有
利

な
案

は
「
現

計
画

案
」
で

あ
る

と
思

う
。

・
総

合
的

な
評

価
に

お
い

て
、

最
も

有
利

な
案

は
「
現

計
画

案
」
で

あ
る

と
の

報
告

内
容

に
賛

成
す

る
。

・
総

合
評

価
に

お
い

て
洪

水
調

節
、

新
規

利
水

、
流

水
の

正
常

な
機

能
の

維
持

の
３

つ
の

目
的

達
成

の
た

め
に

有
利

な
案

が
現

計
画

と
さ

れ
た

こ
と

は
妥

当
。

・
下

川
町

は
木

の
町

。
そ

れ
に

ふ
さ

わ
し

い
の

が
、

緑
の

ダ
ム

の
は

ず
。

等

・
天

塩
川

水
系

河
川

整
備

計
画

に
お

け
る

、
流

水
の

正
常

な
機

能
の

維
持

に
必

要
な

流
量

は
、

「
動

植
物

の
保

護
」
、

「流
水

の
清

潔
の

保
持

」
等

か
ら

必
要

な
流

量
と

既
得

用
水

の
安

定
供

給
に

必
要

な
流

量
を

勘
案

し
、

設
定

し
て

い
ま

す
。

・
流

水
の

正
常

な
機

能
の

維
持

の
観

点
か

ら
の

検
討

に
つ

い
て

は
、

「
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

」に
お

い
て

、
「
流

水
の

正
常

な
機

能
の

維
持

の
観

点
か

ら
、

河
川

整
備

計
画

で
想

定
し

て
い

る
目

標
と

同
程

度
の

目
標

を
達

成
す

る
こ

と
を

基
本

と
し

て
対

策
案

を
立

案
す

る
。

」
と

規
定

さ
れ

て
お

り
、

こ
れ

に
基

づ
き

検
討

を
行

っ
て

い
ま

す
。

4
-
4
-
1

４
．

４
流

水
の

正
常

な
機

能
の

維
持

の
観

点
か

ら
の

検
討

・
今

回
の

サ
ン

ル
ダ

ム
建

設
事

業
の

検
証

は
、

「
今

後
の

治
水

対
策

の
あ

り
方

に
関

す
る

有
識

者
会

議
」

が
と

り
ま

と
め

た
「
中

間
と

り
ま

と
め

」
を

踏
ま

え
て

、
国

土
交

通
大

臣
か

ら
北

海
道

開
発

局
に

対
し

て
、

ダ
ム

事
業

の
検

証
に

係
る

検
討

を
行

う
よ

う
、

指
示

さ
れ

る
と

と
も

に
、

検
討

の
手

順
や

手
法

を
定

め
た

「
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

」
が

通
知

さ
れ

、
こ

れ
ら

に
基

づ
き

、
予

断
を

持
た

ず
に

検
討

を
行

っ
て

い
ま

す
。

・
な

お
、

森
林

の
保

全
は

、
い

ず
れ

の
治

水
対

策
案

に
お

い
て

も
取

り
組

ん
で

い
く
べ

き
と

考
え

て
い

ま
す

。

4
-
5
-
1

４
．

５
目

的
別

の
総

合
評

価
、

４
．

６
検

証
ダ

ム
の

総
合

的
な

評
価
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章

意
見

番
号

ご
意

見
を

踏
ま

え
た

論
点

（
下

段
は

、
論

点
に

対
応

す
る

ご
意

見
の

例
）

検
討

主
体

の
考

え
方

サ
ン

ル
ダ

ム
の

賛
否

に
関

す
る

ご
意

見
に

つ
い

て

・
サ

ン
ル

ダ
ム

建
設

の
理

由
が

分
か

ら
な

い
か

ら
中

止
す

べ
き

。

・
サ

ン
ル

ダ
ム

の
リ

ス
ク

に
比

べ
あ

ま
り

に
も

メ
リ

ッ
ト

が
少

な
す

ぎ
る

。

・
河

口
か

ら
大

き
な

河
川

横
断

工
作

物
が

無
く
サ

ン
ル

川
ま

で
2
0
0
km

が
今

も
繋

が
っ

て
い

る
自

然
な

川
な

の
で

、
ダ

ム
案

以
外

を
考

え
て

欲
し

い
。

・
森

林
、

環
境

保
全

を
尊

重
す

る
下

川
町

の
方

針
と

ダ
ム

建
設

は
相

容
れ

な
い

。

・
永

年
に

亘
り

サ
ン

ル
ダ

ム
の

早
期

完
成

を
待

ち
望

む
。

・
流

域
の

治
水

、
利

水
対

策
の

観
点

か
ら

サ
ン

ル
ダ

ム
は

極
め

て
重

要
な

ダ
ム

で
あ

り
、

流
域

住
民

の
安

全
・
安

心
な

暮
ら

し
の

た
め

、
早

期
ダ

ム
着

工
を

望
む

。

・
既

に
民

有
地

の
買

収
は

終
わ

っ
て

い
る

の
で

、
当

初
の

計
画

ど
お

り
実

施
す

る
こ

と
が

得
策

。

等 費
用

対
効

果
に

つ
い

て

・
費

用
対

効
果

は
効

果
の

数
字

を
大

き
く
見

せ
る

た
め

の
姑

息
な

手
段

を
用

い
、

洪
水

被
害

を
過

大
に

取
り

込
み

、
不

必
要

な
利

水
を

見
込

ん
で

い
る

。

・
治

水
に

つ
い

て
は

、
あ

ま
り

に
過

大
な

被
害

額
予

測
と

そ
れ

に
よ

る
過

大
な

ダ
ム

の
治

水
効

果
額

の
算

定
は

、
国

民
の

納
得

が
得

ら
れ

る
も

の
で

は
な

い
。

効
果

が
実

証
さ

れ
て

い
な

い
流

水
の

正
常

な
機

能
の

維
持

は
、

撤
回

す
べ

き
で

あ
る

。

・
費

用
対

効
果

に
、

ダ
ム

を
建

設
し

た
場

合
に

予
測

さ
れ

る
補

修
費

や
撤

去
費

を
参

入
す

る
こ

と
が

必
要

。

・
ダ

ム
建

設
に

よ
り

失
わ

れ
る

地
域

資
源

（
地

面
、

河
川

環
境

）
に

つ
い

て
も

C
V

M
等

に
よ

り
金

銭
換

算
を

行
い

、
建

設
コ

ス
ト

と
比

較
す

べ
き

。

・
今

ま
で

投
資

し
た

額
、

今
後

の
費

用
を

考
え

て
も

現
行

案
が

有
利

で
あ

る
。

等

・
今

回
の

サ
ン

ル
ダ

ム
建

設
事

業
の

検
証

は
、

「
今

後
の

治
水

対
策

の
あ

り
方

に
関

す
る

有
識

者
会

議
」

が
と

り
ま

と
め

た
「
中

間
と

り
ま

と
め

」
を

踏
ま

え
て

、
国

土
交

通
大

臣
か

ら
北

海
道

開
発

局
に

対
し

て
、

ダ
ム

事
業

の
検

証
に

係
る

検
討

を
行

う
よ

う
、

指
示

さ
れ

る
と

と
も

に
、

検
討

の
手

順
や

手
法

を
定

め
た

「
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

」
が

通
知

さ
れ

、
こ

れ
ら

に
基

づ
き

、
予

断
を

持
た

ず
に

検
討

を
行

っ
て

い
ま

す
。

・
な

お
、

出
来

る
だ

け
速

や
か

に
対

応
方

針
（
案

）
を

取
り

ま
と

め
た

い
と

考
え

て
い

ま
す

。

4
-
6
-
1

４
．

６
検

証
対

象
ダ

ム
の

総
合

的
な

評
価

・
費

用
対

効
果

の
検

討
に

つ
い

て
、

洪
水

調
節

に
つ

い
て

は
「治

水
経

済
調

査
マ

ニ
ュ

ア
ル

（
案

）
（
平

成
1
7

年
4
月

　
国

土
交

通
省

河
川

局
）
」
に

基
づ

き
、

最
新

デ
ー

タ
を

用
い

て
検

討
を

行
っ

て
い

ま
す

。

・
河

川
管

理
者

は
流

水
の

正
常

な
機

能
の

維
持

を
図

る
た

め
、

そ
の

確
保

に
努

め
る

必
要

が
あ

る
と

考
え

て
い

ま
す

。

・
ダ

ム
の

効
用

を
長

年
に

わ
た

り
発

揮
す

る
た

め
の

維
持

管
理

に
必

要
な

費
用

は
、

評
価

軸
毎

の
「
コ

ス
ト

」
に

お
い

て
、

評
価

を
行

っ
て

い
ま

す
。

・
な

お
、

ダ
ム

の
堤

体
に

つ
い

て
は

、
適

切
な

維
持

管
理

を
行

う
こ

と
に

よ
り

、
永

続
的

に
使

用
す

る
計

画
と

な
っ

て
い

ま
す

。

5
-
3
-
1

５
．

３
サ

ン
ル

ダ
ム

の
費

用
対

効
果

分
析
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表
 
6
.
3
.
2
3
 
寄
せ
ら
れ
た
ご
意
見
と
検
討
主
体
の
考
え
方
 

意
見
募
集
期
間
【
H
2
4
.
8
.
2
～
H
2
4
.
8
.
3
1
】
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N
o
.
1
2
 

  
章

意
見

番
号

ご
意

見
を

踏
ま

え
た

論
点

（下
段

は
、

論
点

に
対

応
す

る
ご

意
見

の
例

）
検

討
主

体
の

考
え

方

パ
ブ

リ
ッ

ク
コ

メ
ン

ト
に

つ
い

て

・
パ

ブ
リ

ッ
ク

コ
メ

ン
ト

で
提

出
し

た
「
（
略

）
地

元
の

要
望

で
ダ

ム
を

作
る

と
い

う
根

拠
は

失
わ

れ
て

い
る

の
で

は
な

い
で

し
ょ

う
か

。
開

発
局

の
認

識
を

お
尋

ね
し

ま
す

。
」
と

い
う

意
見

に
つ

い
て

回
答

を
求

め
る

。

・平
成

2
3年

の
パ

ブ
リ

ッ
ク

コ
メ

ン
ト

に
お

い
て

、
明

確
に

サ
ン

ル
ダ

ム
以

外
の

案
を

支
持

す
る

意
見

が
あ

る
の

で
、

4.
2
.4

.2
(3

)パ
ブ

リ
ッ

ク
コ

メ
ン

ト
の

記
述

に
は

虚
偽

が
あ

る
。

等

6
-
2
-
1

６
．

２
パ

ブ
リ

ッ
ク

コ
メ

ン
ト

・
今

回
の

サ
ン

ル
ダ

ム
建

設
事

業
の

検
証

は
、

「
今

後
の

治
水

対
策

の
あ

り
方

に
関

す
る

有
識

者
会

議
」

が
と

り
ま

と
め

た
「
中

間
と

り
ま

と
め

」
を

踏
ま

え
て

、
国

土
交

通
大

臣
か

ら
北

海
道

開
発

局
に

対
し

て
、

ダ
ム

事
業

の
検

証
に

係
る

検
討

を
行

う
よ

う
、

指
示

さ
れ

る
と

と
も

に
、

検
討

の
手

順
や

手
法

を
定

め
た

「
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

」
が

通
知

さ
れ

、
こ

れ
ら

に
基

づ
き

、
予

断
を

持
た

ず
に

検
討

を
行

っ
て

い
ま

す
。

・
4
.2

.4
.2

(3
)パ

ブ
リ

ッ
ク

コ
メ

ン
ト

の
記

述
に

つ
い

て
は

、
概

略
評

価
で

棄
却

し
た

治
水

対
策

案
を

支
持

す
る

意
見

は
な

い
と

し
た

も
の

で
あ

り
、

支
持

す
る

意
見

の
あ

っ
た

対
策

案
は

概
略

評
価

で
抽

出
し

、
評

価
軸

ご
と

の
評

価
を

行
っ

て
お

り
、

虚
偽

は
あ

り
ま

せ
ん

。
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6.3.3 関係地方公共団体の長からの意見聴取 

「本報告書（原案）案」に対する関係地方公共団体の長からの意見聴取を実

施した。頂いた意見を以下に示す。 

 

【北海道知事】 

「サンルダム建設事業については「継続」することが妥当である」とした対

応方針（原案）について、異存はない。 

今後は、一日も早く対応方針を決定して、サンルダムの早期完成に向けて事

業の推進に努め、またその執行にあたっては、なお一層のコスト縮減を図ると

ともに、環境保全について十分に配慮を願いたい。 

 

6.3.4 関係利水者からの意見聴取 

「本報告書（原案）案」に対する関係利水者からの意見聴取を実施した。頂

いた意見を以下に示す。 

 

【名寄市長（利水参画者）】 

今回の「サンルダム建設事業の検証に係る検討報告書（原案）案」では、最

も有利な案は「サンルダム」であるという結果を受け、名寄市としても極めて

妥当な評価と考えています。 

名寄市としては、市民生活の安心安全の確実な水量確保を図るため、将来的

に安定した水源確保が必要であり、一刻も早いサンルダムの完成を強く要望い

たします。 

また、サンルダム建設事業費に付きましても、より一層のコスト縮減を要望

いたします。 

 

【下川町長（利水参画者）】 

「サンルダム建設事業の検証に係る検討報告書（原案）案」に示されている

とおり、治水、新規利水、流水の正常な機能の維持についての総合評価の結果、

最も有利な案は「現計画案」であるとの意見は妥当であると考えます。 

サンルダム建設事業は、着手から既に約 20 年が経過しており、水没予定地と

その周辺住民は、ダムが完成することを前提に事業推進に協力しており、ダム

事業に係る用地買収及び家屋移転は完了しております。 

下川町におきましては、様々な水需要に対応し水道水の安定供給を確保する

ためには、現計画どおりの水量をサンルダムに求めることが必要であり、サン

ルダムの早期本体着工を要望いたします。 

 

【ほくでんエコエナジー株式会社（利水参画者）】 

「サンルダム建設事業の検証に係る検討報告書（原案）案」に示された総合
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的な評価は、「現計画案（ダム案）」が最も有利な案とされており、妥当な判断

である。 

サンル発電所は、ダム下流への利水放流を利用した従属発電の計画であり、

サンルダムの建設が前提となるため、ダム建設事業の早期再開を要望する。 

 

6.3.5 事業審議委員会からの意見聴取 

「サンルダム建設事業の検証に係る検討報告書（原案）」に対する事業審議委

員会の意見聴取を下記のとおり実施した。 

(1) 意見聴取対象：「サンルダム建設事業の検証に係る検討報告書（原案）」 

(2) 北海道開発局事業審議委員会委員名簿 

 

表 6.3.24 北海道開発局事業審議委員会委員名簿 

 石井
い し い

 吉春
よしはる

 北海道大学公共政策大学院 教授 

 小内
お な い

 純子
じゅんこ

 札幌学院大学 社会情報学部 教授 

 木村
き む ら

 輝美
て る み

 
北海道経済連合会 常任理事 

（札幌通運株式会社 代表取締役社長） 

 嵯峨
さ が

 浩
ひろし

 北海学園大学 工学部 教授 

◎ 萩原
はぎわら

 亨
とおる

 北海道大学大学院 工学研究院 教授 

 松本
まつもと

 源太郎
げんたろう

 札幌大学経済学部 教授 

 三好
み よ し

 富士夫
ふ じ お

 南幌町長 

 山本
やまもと

 充
みたす

 小樽商科大学大学院 商学研究科 教授 

（敬称略 五十音順）※◎印：委員長 

 

(3) 意見聴取日：平成 24 年 9 月 21 日（金） 

(4) 事業審議委員会の審議結果を以下に示す。 

［再評価対象事業］ 

・サンルダム建設事業 

 

北海道開発局事業審議委員会（以下「当委員会という」。）は、審議の結果、

「サンルダム建設事業」の再評価は、当委員会に提出された資料、説明の範囲

においておおむね適切に進められており、対応方針（原案）のとおり「事業継

続」でよいと判断した。 

 

なお、当委員会における検討及び上記判断の理由は以下のとおりである。 

 

○北海道開発局は「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」

に基づいて「サンルダム建設事業の地方公共団体からなる検討の場」を設置

してサンルダムの検証を進め、総合的な評価の結果として、最も有利な案は
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現計画案（サンルダム案）であると評価した点について、検証に係る検討の

進め方、検討手順にも不備がなく、評価結果について、当委員会としても妥

当であると判断できる。 

 

○洪水調節、新規利水、流水の正常な機能の維持の各目的について、現計画

案を含めた対策案に対して総合評価された結果が検討報告書（原案）に記載

されており、洪水調節の安全度の確保および新規利水と流水の正常な機能の

維持の目標の確保において、コストおよび時間的な観点から見た実現性から、

現計画案（サンルダム案）が最も有利であることを委員会として確認した。

一方、サクラマスなどへの影響に関する取組については、様々な意見があっ

たことも踏まえ、専門家の意見を聴きつつ、試験、モニタリングを行うなど

継続的な取組を望む。 

 

○サンルダム建設事業の検証に係る検討報告書（原案）作成に当たっては、

学識経験を有する者、関係住民、関係地方公共団体の長、関係利水者からの

意見聴取を行い、さまざまな観点から幅広い意見をいただき、これらの意見

を踏まえて適切に対応していることから検討手順に不備はない。また、その

意見の多数がサンルダム事業を継続し、早期の完成を望む意見となっており、

当委員会としても、こうした意見を尊重すべきものと考える。 

 

○事業の投資効果（費用対効果分析）において、全体事業における B/C は 2.0、

残事業の B/C は 4.3 であり、事業の投資効果が確認できた。 

 

○サンルダム建設着手から既に 18 年以上が経過している。この間、水没予定

とその周辺地域は、ダムが完成することを前提に事業の実施に協力され、ダ

ム事業に関わる用地買収や家屋移転は完了するに至っている。また、付替道

路も一部供用されてきている。当委員会は、こうした点についても十分な配

慮がなされるべきものと考える。 

 

 

 




